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１．開会・挨拶 

〇司会 皆さま、こんばんは。大変長らくお待たせいたしました。ただ今より島

根原子力発電所に関する住民説明会を開催いたします。私は本日司会を務めさ

せていただきます湯浅チカ子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 はじめに、島根県副知事、松尾紳次より、ごあいさつ申し上げます。 

〇副知事 副知事の松尾でございます。本日はお忙しい中、またお疲れのところ

ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。島根原子力発電所 2 号

機につきましては、ご存じのとおり先月 9月 15日に原子力規制委員会から設置

変更許可が出され、そして同日に経済産業省から島根県に対しまして、この 2号

機の再稼働を進めるという政府の方針について理解を求められたところであり

ます。 

 島根県といたしましては、この 2 号機の再稼働につきましては、こうして本

日を含めまして各所で住民説明会を開催をしております。この説明会におきま

して、政府からこの発電所の安全性や再稼働の必要性、避難対策等につきまして

十分な説明をしていただいた上で、参加の皆さまからのご質問やご意見、これを

拝聴させていただき、また住民団体の代表の皆さまが参画されております安全

対策協議会、また県の専門家から構成いたします県の原子力安全顧問会議、関係

自治体、県議会などのご意見を伺い、総合的に判断をしていくこととしておりま

す。 

 本日は、政府各省庁、そして中国電力から、設置変更許可の審査の内容、島根

地域全体の避難計画、政府のエネルギー政策、そして島根原発再稼働の必要性な

どについて説明をしていただき、皆さまからご質問、ご意見を頂戴をさせていた

だきたいと考えております。時間がかかりますが、最後までどうかよろしくお願

いを申し上げます。 
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〇司会 続きまして、松江市副市長、能海広明より、ごあいさつ申し上げます。 

〇松江副市長 こんばんは。先ほど紹介をいただきました松江市副市長の能海

でございます。本日はご多用の中、この説明会にお出かけをいただきまして、大

変ありがとうございます。また本日ここにお足をお運びいただけなかった方に

対しましては、オンラインでご参加をいただいております。また本説明会を開催

するに至った経緯につきましては、先ほど松尾副知事より説明があったとおり

でございます。 

 本市といたしましては、これまで市議会や松江市原子力発電所環境安全対策

協議会の場で、国や中国電力から説明を受けてまいりました。市民の皆さまに直

接説明をお聞きいただく場を島根県との共催で設けさせていただいたところで

ございます。 

 島根原子力発電所は、旧鹿島町時代の昭和 49年に 1号機が営業運転を開始し

て以降、長きにわたりこの地域とともに歩んでまいりました。他方、平成 23年

3月に起こった福島第一原発事故によりまして、多くの皆さまが島根原子力発電

所の再稼働について大きな関心を寄せていらっしゃることと思っております。 

 本日は、関係省庁と中国電力から島根原発 2 号機の審査結果などについての

説明をお聞きいただき、皆さまに積極的にご意見、ご質問をいただけますと幸い

でございます。本説明会が有意義なものになることを祈念いたしまして、私から

のごあいさつとさせていただきます。 

〇司会 続きまして本日の進行スケジュールについてご説明いたします。お手

元の資料の次第をご覧ください。 

 はじめに島根原子力発電所 2 号炉に関する審査の概要について、原子力規制

庁よりご説明いただきます。説明時間はおよそ 30分間、その後、質疑応答のお

時間を設けております。ここでの質疑応答は 30 分間です。その後 10 分ほど休
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憩を挟みまして、内閣府より、およそ 30分ご説明いただき、質疑応答のお時間

を 30分間設けます。その後、資源エネルギー庁より 15分、最後に中国電力より

15分ご説明いただき、質疑応答を 15分間設けております。 

 また本日の説明会の録音、写真撮影、動画撮影はご遠慮ください。本日の説明

会の様子は、島根県の YouTubeチャンネルでライブ配信を行っておりますので、

ご了承願います。また島根県ホームページで動画を公開いたしますので、ご了承

願います。本日は手話通訳でもお届けしています。なお、手話通訳はマスクを外

させていただきます。 

 本日はできるだけ多くの皆さまからのご質問、ご意見をいただきたいと考え

ておりますので、進行の妨げとなるような言動をされた場合には、ご退場をお願

いする場合もございます。何卒ご協力をお願い申し上げます。 

 

２．説明 

（１）島根原子力発電所２号炉に関する審査の概要について 

○司会 それでは、島根原子力発電所 2 号炉に関する審査の概要について、原

子力規制庁よりご説明をお願いいたします。 

〇原子力規制庁（齋藤） 原子力規制庁で島根 2 号の審査を担当してる齋藤と

申します。本日は島根 2 号の審査の概要について説明させていただきます。少

し技術的な内容になりますけれども、できるだけ分かりやすい説明に努めたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。それでは座って説明させていた

だきます。 

 それではお手元の資料を使って説明させていただきます。ちょっと時間の関

係で、重要なところを選ぶ形で説明させていただきます。 

 最初に、審査に当たって前提となることについて説明させていただきます。3
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ページをお願いいたします。原子力規制委員会についてということで、規制委員

会は 2012年に福島事故の反省を踏まえ、原子力の規制と利用を分離した、規制

のみを担当する組織として設置された組織となります。 

事故前は経済産業省の中にあった原子力安全・保安院が原子力規制を担当して

おりました。経済産業省の中には、原子力の利用を担当している資源エネルギー

庁もあるということで、経済産業大臣は、原子力の利用と推進の両方を見ている

ということで、保安院もその辺りを少し意識しながら仕事をしていた面もござ

いました。また、経済産業省は非常に大きな組織ですけども、人事異動がありま

すと、その中で保安院の職員も動くということで、なかなか個々の職員に専門性

が蓄積されにくいという面もございました。 

 このような反省を踏まえまして、規制委員会は、トップに専門家である更田委

員長が就いておりまして、利用側とは完全に独立した形で設置されております。  

そういうことで、安全のことだけを考えて仕事をする組織になってございます。

また、規制庁の職員は基本的に原子力規制に関する業務だけを続ける環境にな

っておりますので、職員の専門性も上がるようになってございます。 

 4ページお願いいたします。皆さまご案内のことと思いますけれども、改めて

福島第一原子力発電所事故の教訓をおさらいしたいと思います。この図の中で

緑色で書いてあります①から⑦の数字、これが事故の進展を表したものでござ

います。  

 まず最初に、①、地震によって外から来る電気が失われてしまいました。こう

いった場合には、発電所の中に複数の非常用発電機がございまして、そこから電

気が供給できる設計になっておりましたけれども、それも②にありますように

津波によって全て失われました。そうすると発電所の中に電気がない状態にな

りまして、中央制御室の中の計器が全て見れない、圧力、温度などのパラメータ
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も一切見れなくなってしまいました。窓もありませんので、暗闇の中で対応しな

ければならないという状況になっております。 

 もう一つは、原子炉は、制御棒を挿入することで臨界は止められるのですけれ

ども、その後も熱は何日も出続けますので、その熱を取るために原子炉に水を入

れ続ける必要がございます。ですが、水を入れる設備のほとんどは電気で動きま

すので、電気がなくなったために、右側③の冷却停止とありますけれども、それ

もできなくなったということでございます。水を入れることができないと、炉心

が空気中に露出して溶けてしまう。溶けてしまうと水素が発生して、それが建物

のほうに漏れて爆発に至ったということでございます。 

 ここから得られる教訓は大きく 2つございまして、黄色の四角でございます。

まず左のほうですが、従来の発電所の設計では、複数の安全設備、例えば発電機

は 2台設置して、1台が何らかの理由で故障しても、もう一つあるから大丈夫だ

という考えをとっていたわけですけれども、たった 1 つの津波などの原因で、

複数用意していたものが全て壊れて、従来の想定を超えてしまったというのが 1

つ目の教訓でございます。 

 もう一つが、右側の黄色の四角でございます。従来はそういった炉心が溶ける

ような事態というのは想定しておりませんでした。それを食い止める手段も何

も用意していなかったので、重大事故に進展してしまったというのが 2 つ目の

教訓でございます。 

 実際に東京電力は、その場その場で初めて考えて、さまざまな対策を取る必要

がございました。例えば、駐車場に行って、車にあるバッテリーをいくつも外し

てきて、それをつないで、中央制御室の暗い中で図面を見てつなぎ込むであるだ

とか、その場で考えて対応したわけですけれども、結局それでも間に合わなかっ

たということでございます。 
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 続いて 5 ページをお願いします。以上のような教訓を踏まえまして、基準を

どのように強化したのかを整理したものでございます。左側が従来の基準、右側

が新しい基準でございます。従来の基準では、事故の発生を防止するための対策

を要求しておりましたが、それを超えるような万一の事故が起きた場合の対策

については、事業者の自主的な対応とするということで、規制としては要求しな

いという考え方でございました。 

 右側の新しい基準では、水色と緑色の事故の発生を防ぐ対策について、これは

これで大幅に強化をしておりまして、内部溢水や火山への対策を追加で要求し

ております。その上で、その水色と緑色の部分が機能しなくなった状態を想定し

た場合の対策として、黄色の重大事故の拡大を防止する対策、あるいはピンク色、

赤色の対策を上乗せしているということでございます。 

 続いて 6ページをお願いします。 

本日の説明では、この後、この絵の左から右側に向かって説明させていただき

ますけれども、まず一番左の緑色のところ、これは先ほど申し上げたように、そ

もそもの事故の発生を防ぐ対策でございまして、その上に常設設備で対応とあ

りますが、主にあらかじめ固定して設置してある設備で対応するということで

ございます。 

 次に黄色のところですが、こちらは、今説明した緑色の部分が機能しないと仮

定して、それでも追加で重大事故用に設けた手段を用いることによって、事故の

進展を食い止めるという対策になります。その上に可搬型設備も活用し、柔軟に

対応とありますが、重大事故が起きているような状況ですと、さまざまな状況が

起こり得ますので、可搬型の設備を使って事故の状況に応じて柔軟に対応でき

るようにするという考え方でございます。 

 7ページお願いいたします。こちらは規制の枠組みの説明になります。上から



 

 7 

ピンク色、水色、緑色の矢印がございますが、上から順に設置変更許可、設計お

よび工事計画認可、保安規定となります。現在は、このピンク色の部分の手続き

が終わったという段階でございまして、今後は、水色、緑色の手続きが行われる

ということでございます。 

 このイメージですけれども、まずピンク色が基本的な設計方針を確定すると

ころになりまして、地震を例に申し上げますと、このピンク色のところでは、敷

地で起きる最大の地震動を評価して特定する。その上で、その最大の地震動が来

ても重要な設備は壊さないという方針、それから必要な耐震補強を行うと、そう

いう方針を確認するところになります。 

 次に水色のところは、その宣言どおりに基準地震動に対して壊れない設計と

なっているのかということについて、個々の施設ごとに一つ一つ設計を確認し

ていきます。 

 次に緑色のところは、地震が起きたら速やかに設備の点検などを行うことに

なりますが、その手順書などの運用ルールについて確認するところになります。 

 また、このピンク、水色、緑の矢印は書面での審査になりますが、それが終わ

ると黄色の検査で、水色で確認した設計どおりに設備が設置されているかを実

物を確認することになります。規制上、最終的に原子炉を稼働するためには、こ

の黄色の検査のところまでが全てクリアしていることが必要になります。 

 続いて 8 ページをお願いします。こちらは審査の経緯を時系列で示しており

ますが、少し審査期間が長くなっております。この要因ですけども、その一つと

して、全ての会合を YouTube で公開しながら審査を進めているという点がござ

います。われわれは事業者の書類を見て問題があると思った点については、事業

者と非公開の場での事前の調整ということはせずに、公開の会合の場で初めて

事業者に伝えるということをしておりまして、事業者がその場で答えられるも
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のは答えますし、答えられないものは後日回答するというようなやりとりがあ

るため、どうしても時間がかかる形になっています。 

 この進め方ですが、その会合の動画・資料は、後からでもホームページで見る

ことができますので、規制庁がその許可をするまでの間に、規制庁がどのような

指摘をして、事業者がどのような対応を取ったのかという審査の経緯は、誰でも

後から検証することができるような形にしています。ということで、透明性を確

保した状態で、事業者とわれわれ双方が説明責任を果たしながら審査を進める

形になってございます。ここまでが審査の前提の話でございます。 

 次に審査結果の話に入ります。10 ページをお願いします。まず一番左の緑の

重大事故の発生を防止するための対策ということで、ここは地震、津波、火山、

竜巻など、事故の原因となり得る事象・原因の一つ一つについて、つぶしていく

対策になります。例としまして、地震、津波、火山について説明いたします。 

 12 ページをお願いします。まず地震ですけれども、地震については注意する

ことが 2つございます。1点目は、真ん中の図のように、重要な施設の真下にあ

る断層がずれたときに施設がどれぐらい壊れるのか、それはちょっとなかなか

想定できませんので、動くような断層の真上には重要な施設は置いてはいけな

いということを要求しております。その動く断層、いわゆる活断層であるかどう

かについては、その断層が 12～13万年前以降に活動しているかどうかを基準と

して判断いたします。地層は浅いところにあるものほど新しい時代のものにな

りますので、具体的には右下の絵にありますように、断層がある場合でも、それ

が 12～13 万年前よりも古い地層を切っているもので、その上のほうの 12～13

万年前以降の地層を切っているものでなければ、発電所の運用期間中は動かな

いと、従って活断層として考慮する必要はないという判断をしてございます。 

 では、この点について島根 2 号でどうであったのかについて、13 ページお願
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いします。左の 1つ目のポツにあるように、まず敷地の中には、先ほどの真ん中

の絵で示したような地層を切るような断層は認められないということを確認し

てございます。 

 2つ目のポツですが、右の図の青い線ですけれども、これは地層と平行した面

が滑るシームという断層でございまして、これは地層と平行してあるものが、敷

地自体が傾くことによって、その断面が地表に出てきているものです。そのシー

ムが今後も動き得るのかを調査した結果、約 1,000 万年前にできたものである

と確認できましたので、これは活断層には該当しないと判断いたしました。 

 14 ページお願いいたします。地震について 2 点目ですが、活断層がずれたこ

とによる揺れの影響でございます。これの審査のやり方としては、敷地で起き得

る最大の地震動がどういうものかを確認します。最大の揺れを特定するために

は、この図にありますように、まず 1ポツで、地震を起こす断層がどのようなも

のであるのか、2ポツで、地震波が敷地に伝わる過程で増幅するのか、3ポツで、

地震波が地中から地表に来るときに増幅や減衰をするのか。こういうことを確

認しまして、最終的にこれらを踏まえた 4 ポツの地震動、これがどのようなも

のになるのかについて確認をしております。今回の審査では、2ポツ、3ポツで

増幅させるようなことがないことを確認しましたので、1ポツの震源の特性が大

きな論点になってございます。 

 15 ページお願いします。右の図に黒い線がたくさんありますけども、これが

活断層になります。今回、特に敷地に影響があると考えられたのが、赤枠で囲っ

ております宍道断層とＦ-Ⅲ＋Ｆ-Ⅳ＋Ｆ-Ⅴ断層でございまして、詳細に地震動

評価を確認しました。 

 16 ページをお願いします。島根では発電所と距離が近いということもありま

して、宍道断層が大きな論点になりました。そもそも昔は宍道断層が示されてお
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りませんでしたが、その後だんだん距離が長くなっていったという経緯があり

ますので、宍道断層の長さ、端部はどこにあるのかという点について、科学的・

技術的なデータに基づいてどう判断するのかということについて時間をかけて

議論をしました。 

 当初の申請時の長さは約 22キロメートル、古浦西方の西側から下宇部尾東ま

でとなっていたのですが、審査の中でこの両方とも断層が明確にないというこ

とが確認できた地点にすべきではないのかということになりまして、西側の端

部は女島、東側の端部は美保関町東方沖合いということで、長さが 39キロメー

トルまで延びております。39 キロメートルに延びたことに伴いまして、震源が

大きくなりまして、より大きい地震を想定するということになってございます。 

 17 ページをお願いします。今説明しました検討の結果、基準地震動が 5 つ、

つくられております。地震の大きさでいえば、当初は最大 600 ガルだったもの

が、820ガルになってございます。 

 18 ページお願いします。今説明しました特定された地震動に対して、重要な

施設が壊れないように設計するという方針を確認してございます。中国電力は

そのための補強工事などを行っております。以上が地震でございます。 

 続いて津波について説明いたします。20 ページをお願いします。津波につい

ても、津波が発生するのはどこなのかということを考えて評価を行うこととな

ります。右上の図にあります、先ほど出てきたＦ-Ⅲ＋Ｆ-Ⅳ＋Ｆ-Ⅴ断層の津波、

それから下の図にあります、少し距離がありますが、新潟県から青森県にかけて

の日本海東縁部の断層の津波を特に影響があるものとして詳細に確認をいたし

ました。 

 その結果、21 ページでございますけども、6 つの基準津波をつくっておりま

す。その津波には上昇側と下降側がございまして、上昇側は、高い津波が来て発
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電所が水浸しにならないかという観点で確認します。下降側につきましては、津

波が引いて海水面が下がるというものでございまして、原発は冷却用の海水を

取っていまして、これが取れなくなると冷却ができなくなってしまいますので、

下がる側の評価も行ってございます。 

 この右下の図が、基準津波 1の津波の波形になりますが、上昇側が 2.44メー

トルとなっていまして、小さい値に見えますけども、これは左下の図にあります

ように、沖合 2.5 キロメートルのところで設定してるものでございまして、こ

れが敷地のところに来るまでにさらに高くなります。 

 23ページをお願いします。真ん中の上のほうに、入力津波高さ 11.9メートル

とありますが、これが基準津波が敷地に到達したところでの津波の高さになり

ます。これに対して高さ 15メートルの防波壁を設置することを確認してござい

ます。 

 この左の図で、青、緑、赤になっているのが、防波壁が設置されるところでご

ざいまして、色が変わっているのは、その色の区域ごとに防波壁の構造が、その

周りの絵にあるように異なっているということでございます。こうしたことに

よって、津波がそもそも敷地に入ることを防止する設計方針であることを確認

してございます。以上が津波でございます。 

 自然現象について、もう一つ、火山について説明いたします。25 ページをお

願いします。火山については 2つポイントがございます。1点目は、施設まで届

いてしまうと、設計上、防ぎようがない火砕流などが敷地に到達するかというこ

とでございます。これについて、三瓶山、大山、その他の火山と原発の間の距離

が十分離れておりますので、敷地には届くことはないということを確認してご

ざいます。 

 2点目は火山灰でございまして、火山灰はかなり遠いところにも届きますので、
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火山灰が来たときにどれぐらい積もるのかという評価をしてございます。申請

当初は 2 センチメートル積もるということでしたけれども、さまざまな厳しい

仮定を置いた結果、56センチメートル積もるという評価になりまして、この 56

センチメートルが積もっても施設が影響を受けないよう設計する方針であるこ

とを確認してございます。 

 次に自然現象以外の対策としまして、一例として電源について説明いたしま

す。少し飛ばしまして、30 ページをお願いいたします。こちらは福島の事故の

大きな原因の一つになりました電源喪失に対して電源を強化したものでござい

ます。 

 まず①ですが、外から来る外部電源が 3 回線独立していることを確認してご

ざいます。それから②、元々非常用発電機が 3台ありまして、これらの発電機は

今後も使うわけですけれども、7日間、外からの支援がなくても発電機を動かし

て電気が賄えるということを確認してございます。③は、①と②、これが両方使

えないときの備えとして、ガスタービン発電機 2 台を高台に設置するであるだ

とか、あるいは高圧の発電機車 7 台を分散配置するということを確認してござ

います。ここまでが事故の発生を防止する対策についてでございます。 

 31 ページをお願いいたします。ここからが重大事故対策についての説明とな

ります。重大事故対策については、ここまで説明してきましたこの一番左の事故

の発生を防止する対策、これが、その原因は問わずに、とにかく失敗したと仮定

をして、電気がなくなった、給水手段がない、こういう前提で、追加で設けた重

大事故用の対策によって炉心の損傷を防止できるか、あるいは格納容器の破損

を防止できるかということを確認してございます。 

 32 ページお願いします。重大事故対策というのは、従来の想定を超える事故

になってしまったときに、それでも炉心を溶かさない、格納容器を守るというこ
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とになります。 

 左側の図ですけれども、炉心を溶かさないためには、とにかく原子炉の中に水

を入れ続けるということでございます。 

 もう一つが、右側の図ですけれども、こちらは今お話しした、左側の炉心損傷

防止対策が失敗して炉心が溶けて落ちてしまうという状況を考えます。その場

合でも、格納容器の閉じ込め機能を維持できれば、敷地外への影響は最小限に抑

えられますので、とにかくこの格納容器を守るということが対策となります。 

 具体的には、溶けた炉心によって格納容器内の温度と圧力がどんどん上がっ

ていきまして、放っておくと格納容器が破損して大量の放射性物質が出てしま

うということになりますので、そうならないように格納容器の中を冷やす、空気

を抜くといった対策が格納容器破損防止対策になります。 

 33 ページをお願いします。重大事故対策の審査のやり方ですけれども、これ

はシミュレーションを使って行います。先ほど申し上げたとおり、その原因は置

いておいて、とにかく電気がなくなってしまった、水を入れる設備が全て機能し

ないというところからスタートしまして、いろいろなシナリオを用意して、その

シナリオごとに事故を食い止められるのかを確認してございます。 

 具体的には、例えば注水ができない場合、何時間後に燃料が溶けてしまうのか

ということは計算で分かりますので、例えば 3 時間以内に注水できれば食い止

められるという場合であれば、敷地内にある放水車を運んできて、ホースをつな

ぎ込んで注水をすると。こういった一連の作業を夜間だったり悪天候などの過

酷な状況を想定した場合でも、3時間以内に本当にできるのかといったことを審

査で一つ一つ確認してございます。 

 今のお話のイメージをお伝えするために、34 ページで概略をご説明いたしま

す。真ん中の赤い縦線が入っているところが原子炉建物でございます。 



 

 14 

 まず水について説明しますと、この原子炉建物の中には、原子炉に水を入れる

ポンプがいくつかございますけども、とにかくそれらが全て使えなくなったと

いうところからスタートいたします。使えなくなると数時間で炉心が溶けてし

まいますので、まずは急いで原子炉に水を入れる必要がございます。そのために

原子炉建物のすぐ下に、赤い破線で囲っているところに地下を掘り込んで、ポン

プと水源、水槽を設置しておりまして、まずはこれを使って注水します。この水

槽の水の量には限りがございますので、これが枯渇する前に左下にある輪谷貯

水槽から送水車を使ってホースをつなぎ込んで水を供給するということになっ

ておりまして、輪谷貯水槽が使えない場合には海水を供給するという流れにな

ります。 

 次に電気についてですが、外部電源が使えない、それから原子炉建物の中にあ

る非常用発電機もとにかく全て使えないというところからスタートしまして、

下のほうのピンクのエリア、ここは 44メートルの高台になりますけども、ここ

にあるガスタービン発電機を使って電気を供給する。それも使えない場合には、

第 1 から第 4 の保管エリアにある高圧発電機車を分散配置していますので、こ

れを原子炉建物につなぎ込んで電気を供給するという流れになります。 

 それから右側の赤い網目のところは 50メートルの高台になりますけども、こ

こは緊急時対策所、福島事故でいえば、吉田所長が指揮を執ったところになりま

す。ということで、事故のシナリオごとに、今申し上げたような対策で炉心の損

傷を食い止められるのかということを、一つ一つ確認する作業となります。 

 35 ページをお願いします。これは今回新たに整備した炉心損傷対策が有効で

あるかを確認するに当たって、一つ一つ確認してる事故シナリオとなります。緑

のところは分かりづらいと思いますので、左の黄色のところをご覧いただくと、

臨界を止められない、炉心に給水できない、電気がないと、こういった過酷な状
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況を想定して対策の有効性を確認してございます。 

 38 ページをお願いします。こちらは炉心が溶けてしまった前提で、格納容器

の破損防止対策が有効であるかを確認している事故シナリオとなります。こち

らも左の黄色い四角にありますとおり、①から④が、圧力、温度の上昇によって

壊れる、⑤が、溶けた燃料が直接格納容器に当たって格納容器が壊れるという事

故シナリオでございまして、こちらについても事故シナリオごとに対策の有効

性を確認してございます。 

 39 ページをお願いします。格納容器内の圧力、温度が上がった場合の対策と

しまして、よく話として出てくるのが、このフィルタベントでございます。こち

らは炉心が損傷して、格納容器内の圧力、温度が上がってしまって、他のさまざ

まな重大事故対策用の設備も使えないという場合には、最終的な手段としてこ

のベントを使うことになります。このベントは、格納容器が壊れてしまって、放

射性物質が出ていってしまって、その後も壊れたところから放射性物質が出続

けるというふうになってしまうよりは、これはフィルタが付いておりますので、

フィルタを通して先に空気を抜くというほうが、抜いた後の閉じ込め機能も維

持できますので、トータルの敷地外への影響は少なくなるであろうという考え

方で設けるものでございます。 

 41 ページをお願いします。こちらソフト面の対応でございますけれども、今

申し上げました重大事故対策では、可搬型の設備なども使いますので、手順書を

しっかり整備すること、指揮命令系統を明確化すること、夜間や悪天候も想定し

た訓練を繰り返し実施すること、これらによっていざというときに対応できる

のかということを確認してございます。 

 43 ページをお願いします。ここは、今申し上げた炉心損傷防止対策、格納容

器破損防止対策が全て使えなくなった場合でも、放水砲を使って原子炉建物に
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放水して、発電所外に出てくる放射性物質をたたき落す対策でございまして、そ

の設備、手順について確認してございます。この対策は、これをすれば完全に外

への影響を防止できるという性質のものではございませんけれども、万一その

ような事態になってしまった場合に、何もせずに指をくわえて見ているだけで

はなくて、少しでも抑制できるのであれば準備をするというものでございます。 

 44 ページをお願いします。こちらは、さらに大規模な損壊、原子炉建物が完

全に壊れてしまうとか、9・11のような航空機が衝突した場合など、なかなか事

前にシナリオを決められないわけですけれども、非常に大規模な損壊が起きた

ときでも、思考停止にならずにその状況に応じた対応が取れるように、体制、設

備などの整備を行うことを確認してございます。 

 少し長くなりましたが、45 ページでございます。以上の確認の結果、今年の

9月15日に設置変更許可を行ったものでございます。説明は以上でございます。 

〇司会 ご説明ありがとうございました。それでは、ここからは、ただ今の説明

につきまして皆さまからのご質問、ご意見をお受けいたします。 

 なお、ここでのご質問は、ただ今ご説明いただいた内容に関連する事項につい

てのみとさせていただきます。質疑応答のお時間は 30分間です。できるだけ多

くの方にご発言いただくため、お 1 人 1 回につき 1 問、ご発言は 1 分程度にお

まとめくださいますようお願い申し上げます。 

 なお、新型コロナ対策のため、マスクはつけたまま、スタッフがお持ちするマ

イクに向かってご発言をお願い申し上げます。 

 それではご質問のある方は挙手をお願いいたします。皆さまのご質問は何か

ございますでしょうか。会場内で先ほどの関連事項についてのご質問がある方

は、恐れ入りますが、挙手をお願い申し上げます。 

 それでは質疑応答は終了させていただきます。皆さま、ご意見またご質問のあ
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る方は、後ほど質疑応答もございますので、またご意見をお寄せください。この

お時間でご発言できなかった皆さま、お配りしております資料の最後に意見用

紙がございます。そちらにご記入いただきまして、本説明会終了後、会場出口に

回収箱を設置させていただいておりますので、そちらに投函いただければと思

います。それでは原子力規制庁からの説明を終了させていただきます。 

 恐れ入ります。先ほどご質問がなかったようでございますが、原子力規制庁の

先ほどの関連する事項についてのご質問がある方、いま一度、挙手をお願い申し

上げます。 

 ありがとうございます。中央ブロックの前から 5 列目、中央のお席におかけ

いただいております方、スタッフがマイクをお届けいたしました。マイクに向か

ってご発言をお願いいたします。 

〇質問者 何でもいいんですか。これは 33ページの重大事故対策の設備、必要

となる水源、燃料および電源ということがあって、左側の四角、下のところです

が、7日間継続して資源が供給可能であるっていうことになってますが、7日間

というのは、7日間であれば後の始末ができるということなんでしょうか。それ

ともこれは、例えば 1年とか半年とか 2年とか、そういう想定というのは、全く

安全だということの想定で 7 日間ということになっているんでしょうか。ちょ

っと何か、素人なりに、誠に短い期間ではないかという気がしてならないんです

が。 

〇司会 ありがとうございます。それではご回答をお願いいたします。 

〇原子力規制庁（齋藤） ご質問ありがとうございます。この 7日というのは、

福島事故のときに外部からの支援が届くまで数日間かかったということを踏ま

えまして、7日間は外部からの支援がなくても対応ができるようにということで

ございまして、この間に外部からの支援の準備を進めるということでございま
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す。 

〇司会 恐れ入ります。スタッフがマイクをお渡しいたしますので、マイクに向

かってのご発言をお願いいたします。 

〇質問者 ありがとうございます。7日間っていう、今おっしゃった福島のこと

を踏まえた 7 日間とおっしゃったんですけども、想定として私どもが心配する

のは、それでもできなかったときの、7日間ではなくて、例えばそれが 2週間と

か 1 カ月とかという、大きな幅を持った想定の中での安全性というのは考えら

れなかったのかなということの質問です。 

〇司会 ありがとうございます。ご回答はいただけますか。 

〇原子力規制庁（照井） 原子力規制庁の照井からお答えをさせていただきます。

まず審査の中での確認事項としては、先ほど齋藤から申し上げたとおり、福島第

一原子力発電所事故を踏まえて設定した 7 日間ということで、きちんと事象収

束ができるかどうかというところを確認をしてございます。 

 その 7日間を超えるような場合ですね。それは、6日目ですね。7日は自前の

もので対処するということを確認をしてございまして、その自前で対処できる

期間に外部から支援をしてもらうという体制をつくるというところまで確認を

してございまして、ではその後はどうなるのかといいますと、これはまた原子炉

等規制法の中で、別の法令、別の条文で、こういう福島第一原子力発電所のよう

な過酷な事故を起こした原子力発電所というのは、特定原子力施設というふう

に指定をしてまして、その事故の状況に応じた安全対策とか規制をやっていく

という枠組みがございますので、そういった枠組みのほうで長期のほうの対応

はやっていくということでございます。以上です。 

〇司会 それでは、次の質問ある方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いいた

します。恐れ入ります。中央ブロックの前から 5 列目の上着を着ていらっしゃ
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る、内側にえんじのお洋服の方、ご発言をマイクに向かってお願いいたします。 

〇質問者 41 ページですか、この共通事項というところで、対策要員による作

業のための体制と手順というような項目がございますが、こういうものの審査

については、書類上の審査ですか。それとも実際に皆さん、中電の職員さんが、

皆さんが実際に体を動かして、こういう対応してるというのを現場で把握され

た結果ですか。 

〇司会 ありがとうございます。ご回答をお願い申し上げます。 

〇原子力規制庁（照井） 原子力規制庁の照井でございます。基本的には書面で

の審査ということにはなりますけれども、その書面の審査の中では、まず、こう

いった体制が何分以内にできますかということを中国電力が設定をしておりま

して、そのエビデンスとして、実際に、一部模擬をしてる部分はありますけれど

も、実際に行った訓練の実績を踏まえて、さらにそこに、不確かさですね、その

準備が遅れる可能性もありますので、そういった保守性を踏まえて設定をして

いるかどうかということを審査で確認をしてございます。 

 ご質問いただきました現場での確認というところでございますけども、先ほ

ど 7 ページのところで、審査の後には検査がございますということをご説明さ

せていただきましたけれども、原子炉の起動の前には、きちんとその審査で確認

をした手順・体制がそろっているのか、きちんと訓練できているのか、時間どお

りにその準備したものが動かせるのかどうかというのを、現場で検査官が確認

をすると、そういうような規制上の枠組みになってございます。以上でございま

す。 

〇司会 ご質問、ご回答、ありがとうございました。それでは、このお時間の質

疑応答を終了させていただきます。ご質問、ご意見、ありがとうございました。 

 このお時間でご発言できなかった皆さま、お配りしております資料の最後に
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意見用紙がございます。そちらにご記入いただきまして、本説明会終了後、会場

出口に回収箱を設置させていただいておりますので、そちらに投函いただけれ

ばと思います。 

 それでは原子力規制庁からの説明を終了させていただきます。ここで 10分間

の休憩を挟みたいと存じます。説明会は午後 6時 55分に再開させていただきま

す。それでは休憩に入ります。 

＜休憩＞ 

（２）島根地域における原子力防災の取組と国の支援体制について 

〇司会 それでは、お時間となりましたので、再開させていただきます。続きま

して、島根地域における原子力防災の取組と国の支援体制について、内閣府より

ご説明をお願いします。 

〇内閣府（永井） 内閣府の永井です。今日はご出席ありがとうございます。そ

れでは座らせていただきます。 

 まず、お手元の、めくっていただきまして、3ページ目でございます。まず内

閣府の担当の体制ということでご紹介いたします。原子力防災担当大臣の下に

内閣府政策統括官、そして参事官が 4名、私ども地域防災担当など計 70名の職

員が対応しております。 

 具体的な業務については、次の 4 ページ目をご覧ください。大きく 3 つござ

います。1つ目は、地域防災計画の充実に向けた対応、そして 2番目は、関係道

府県への財政的支援、3番目は、原子力総合防災訓練の実施や道府県訓練の支援、

防災業務関係者への研修などを行っております。 

 それでは次のページをご覧ください。6ページ目になります。次に緊急時対応

の取りまとめに係る経緯ということで、全体の枠組みについてご紹介いたしま

す。 



 

 21 

 まず左の、国というところをご覧ください。国の中では、中央防災会議と原子

力規制委員会がございます。まず中央防災会議については、日本全体の防災基本

計画というものを原子力防災も含めて決めております。また原子力規制委員会

は、原子力災害対策指針、防護措置等専門的・技術事項をまとめております。後

ほど詳しくご紹介いたします。 

 右の欄に移りまして、それでは県、市町村ということですが、こちらのほうは

県の防災会議、市町村の防災会議を開催いたしまして、地域の防災計画、そして

地域の避難計画を作成することが義務付けられております。 

 次の緑色の欄でございますが、地域原子力防災協議会を設置します。こちらの

ほうは原発が立地する 13 の地域ごとに内閣府が設置したものでございまして、

構成員メンバーといたしましては、内閣府が事務局ということで、関係自治体、

関係省庁等が構成されておりまして、原子力災害対策指針に基づいて緊急時対

応が具体的かつ合理的であることを確認するというのが役割となっております。 

 最後になりますが、原子力防災会議、こちらは全ての閣僚、原子力規制委員長

から構成され、議長が総理ということで、緊急時対応を国として了承するという

のが全体の大きな枠組みになっております。 

 それでは 7ページ目、次のページをご覧ください。それでは、島根地域の緊急

時対応がどのように取りまとめに至ったかということを、経緯を補足いたしま

す。検討経緯の左側の欄をご覧ください。先ほど申し上げた防災協議会、島根地

域の原子力防災協議会がございます。その下に作業部会がございまして、平成 27

年から計 33回開催いたしまして、検討を重ねてまいりました。 

そして本年の 7月 30日に原子力防災協議会で、具体的、合理的であることを

確認いたしました。またそれを受けて原子力防災会議は本年の 9 月 7 日に開催

され、島根地域の緊急時対応が報告、了承されたところでございます。 
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 右側に島根地域の緊急時対応の全体版があります。今日お手元には詳しくこ

の緊急時対応がございますが、ちょっとお時間の関係で全てご説明することで

きませんので、後ほどご覧になっていただければと思います。 

 それでは 8 ページ目から、途中で申し上げた原子力災害対策指針というもの

が何かということをご説明させていただきます。8ページ目をご覧ください。原

子力災害対策指針とは、原子力災害に対して原子力規制委員会が専門的・技術的

事項について策定いたします。 

 大きく 2つございまして、下のところに主な内容というところがあります。1

つ目は原子力災害対策重点区域の範囲の設定、もう一つは緊急時の住民防護措

置の実施の判断基準の設定を決めております。 

 具体的なところにつきましては、9ページ目からご覧ください。まず 1つ目の

原子力災害対策重点区域につきましては、PAZ、こちらのほうは原子力発電所か

らおおむね半径 5 キロ圏内ということで、予防的防護措置を準備する区域とい

うことで決められております。また UPZ こちらは PAZ の外側のおおむね 5 キロ

から半径 30キロ圏内ということで、緊急防護措置を準備する区域が決められて

おります。 

 それでは次の 10ページ目をご覧ください。もう一つ、対策指針で決められて

る緊急事態の防護措置でございます。こちらのほうは、具体的には原子力施設の

状況に応じて、緊急事態を 3つに区分しております。青色の警戒事態、黄色の施

設敷地緊急事態、そして赤色の全面緊急事態。先ほど申し上げた重点区域、PAZ

内、UPZ内、それらについて住民の避難の準備や避難開始につきまして細かく決

められているところでございます。 

 次のページをご覧ください。もう一つ、この緊急事態の防護措置には、放射性

物質の放出後における対応についても決められております。こちらのほう、UPZ
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につきましては、放射性物質の放出に至った場合、緊急時のモニタリングの測定

結果に基づいて、一定レベル、例えば空間放射線量率が 1時間当たり 20マイク

ロシーベルト超える区域については、対策本部の指示を受けて、1週間程度内に

UPZ、一時移転をするなど、細かく決まっているところでございます。 

 それでは 13ページ目に移りますが、島根地域の緊急時対応、今回取りまとめ

たものの内容についてご紹介いたします。13 ページ目をご覧ください。こちら

のほうは島根地域の原子力対策重点区域の概要ということで、PAZ、UPZ が示さ

れているところでございます。 

 14 ページ目をご覧ください。続きまして国の対応体制でございます。こちら

原子力災害が発生した場合の対応でございます。一番上に原子力災害対策本部

を設置いたします。また現地では島根県松江市にオフサイトセンターがござい

まして、こちらの中に現地対策本部、そして各自治体と連携して原子力災害合同

対策協議会を設置して、災害に当たる予定になっております。 

 また次のページをご覧ください。15 ページ目は、島根県、鳥取県、関係市の

対応となりますが、警戒事態での対応、施設緊急事態での対応、対策本部等の設

置等が決められたところでございます。 

 それでは 18ページ目をご覧ください。体制の中の連絡のところでございます。

通常回線の他に、一般回線が不通になった場合でも使える専用回線、さらに専用

回線が不通の場合、衛星回線を使うなど、通信手段の多様化を図っております。 

 次のページをご覧ください。17 ページ目につきましては、住民への情報伝達

体制が現在どのようになっているかということです。先ほど申し上げた緊急事

態になりますと、避難の指示等原子力対策本部から合同対策協議会、自治体等、

関係機関に連絡がいき、その媒体につきましては防災行政無線、広報車等々、さ

まざまな手段で情報を迅速に伝えてまいります。 
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 18 ページ目をご覧ください。こちらからは PAZ の防護措置の考え方でござい

ます。こちらにつきましては、施設敷地緊急事態になりましたら、要避難者は避

難を開始する、避難実施により健康リスクが高まる方は、放射線防護対策施設に

屋内退避を行います。また、一般住民の方々は全面緊急事態になったら避難を開

始するということになります。 

 続きまして 19ページ目の、学校の児童につきましての避難についてご説明い

たします。学校、保育所の児童につきましては、まず警戒事態で保護者に引き渡

すことが原則になっております。仮に引き渡しができなかった場合につきまし

ては、学校の職員と共に施設敷地緊急事態で PAZ外の緊急退避所に移動します。

左の図に書かれているとおり、避難先まで責任をもって学校が児童を連れて行

くということになります。 

 20 ページ目につきましては、医療機関・社会福祉施設の入所者、在宅の避難

行動要支援者の避難でございます。こういった方々につきましては、避難の実施

により健康リスクが高まる方がいらっしゃいます。施設敷地緊急事態の段階で

放射線防護対策を施した自らの施設で屋内退避を実施します。 

 次のページをご覧ください。その具体的な対策施設の防護対策についてご紹

介します。右上の陽圧化装置と非常用電源等こちらのほうで屋内退避をしてい

ただくことになります。 

 その具体的な設置条件につきまして、次の 22ページ目をご覧ください。こち

らのほう、今申し上げた放射線防護対策施設でございますが、施設入所者、PAZ

内の在宅の避難行動要支援者、最大 1,400名が収容可能でございます。 

 それでは 23ページ目をご覧ください。こちらからは避難における避難先まで

の主な経路についてご説明します。今 23ページ目につきましては、鹿島地区の

例を示しております。避難先、主な避難経路を示しているところでございまして、
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避難先は大田市内の施設ということで、避難経路も複数化を図ることによって

柔軟な対応ができることになっております。他の PAZの生馬地区、古江地区、島

根地区についても同様に決まっております。 

 次に 24ページ目をご覧ください。今までは PAZの防護措置についてご紹介し

ましたが、24 ページ目から UPZ における防護措置の考え方でございます。途中

で申し上げましたが、全面緊急事態になった場合、放射性物質の放出前の段階で

UPZ内の方々には屋内退避を開始していただくことになります。 

 この理由につきましては、万が一放射性物質の放出に至った場合においても、

放出された放射性物質が通過する間に、かえって屋外で行動しますと、被ばくの

リスクが増加する恐れがあります。そのため屋内退避を継続することになりま

す。もちろん、この間、緊急モニタリングの結果を踏まえて、1週間程度の避難、

一時移転ということを、右上のほうに紹介しているところでございます。 

 次の 25ページ目は一時移転というものについて説明したところでございます。

UPZ内の関係市につきましては、それぞれの避難計画ございまして、島根県では

島根県内の他、岡山県、そして広島県へ広域避難していただきます。一方、鳥取

県は鳥取県内というところでございます。こちらのほうですけど、UPZ46万人い

らっしゃいますが、この避難において、UPZの全域で一度に一時移転することで

はないことを申し添えます。 

 それでは 26 ページ目から、UPZ 内における医療機関・社会福祉入所者、在宅

の避難行動要支援者、学校の児童の対応でございます。 

先ほど申し上げたとおり、全面緊急事態で屋内退避を実施するということで

すが、特に学校、保育所につきましては、島根県では警戒事態が発生した場合、

児童や生徒の保護者への引き渡しを行います。 

 27 ページ目をご覧ください。具体的な避難における輸送力の確保でございま
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す。先ほど 46 万人ということを申し上げましたが、UPZ 内で一時移転が必要に

なった場合、自家用車で避難することが困難な方がいらっしゃいます。その方々

につきましては、島根県、鳥取県がバスを調達することになります。もし不足す

る場合につきましては、中国地方各県から調達する、それでも不足する場合につ

いては、国交省が関係団体に協力要請することになっております。上のほうに書

かれたものは、そちらの保有台数等についての説明でございます。 

 続きまして避難経路についてご紹介します。28 ページ目をご覧ください。ま

ず松江市における UPZ 内からの避難先までの主な経路でございます。松江市か

ら島根県西部への避難先が記されているところでございます。こちらも避難経

路を複数化することにより、災害状況に応じて柔軟な対応をすることになって

います。 

 29 ページ目をご覧ください。松江市における UPZ 内からの避難経路で、左の

ほうは広島県のほうに避難していただく経路、そして右側は岡山県に避難して

いただく経路になっております。 

 30 ページ目からは、出雲市、安来市等でございますので、こちらは説明割愛

しまして、恐縮ですが、35ページ目まで資料を移っていただけますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

35 ページ目をお開きください。具体的な避難を円滑に行うための対応策でご

ざいます。先ほど申し上げた、PAZ、UPZ の住民の方々が避難をする場合におい

て、円滑に行えるよう、あらかじめ混雑が予想される交差点はすでに抽出してお

りまして、緊急時には県警が誘導、交通整理をすることになっております。 

 次のページをご覧ください。もう一つ、36 ページ目において、避難を円滑に

行うための島根県、鳥取県の取り組みについてご紹介します。左側は、島根県の

取り組みでございますが、避難経路の信号を制御できるように、原子力災害時の



 

 27 

避難誘導システムをすでに導入しております。また、ウェブサイト、アプリとい

うことで、地区ごとに避難先への施設の経路設定や道路渋滞などを提供したり、

避難を円滑に行うためのさまざまな取り組みが実施されております。 

 37 ページ目をご覧ください。新型コロナ等感染症流行下における防護措置で

ございます。新型コロナウイルスのような感染症流行下において原子力災害が

起こった場合、この被ばく防護措置と感染防止対策を可能な限り両立させなけ

ればなりません。その上で、まずは避難における過程、そして避難先における感

染拡大を防ぐために、まずは避難車両、そして避難所における感染者とそれ以外

の方々の分離や、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなど、感染対策

を実施してまいります。 

 こちらの図につきましては PAZの例ですが、UPZについても同様の措置が決め

られているところでございます。 

 次の 38ページ目は、途中で申し上げた応援計画、他の地域からの応援計画の

補足でございます。 

 続きまして 39ページ目をご覧ください。国による物資、食料等の生活用品の

供給体制でございます。先ほど申し上げたとおり、一時避難等も含めまして、自

治体に備蓄する物資が仮に不足する場合も想定されます。こういった場合にお

きまして、国から関係業界団体に物資の調達要請をし、物資搬送を行うことにな

っております。 

 次の 40ページをご覧ください。特に物資の中でも燃料につきまして不足する

事態も想定されます。燃料についても不足する場合には、国から関係機関に調達

要請し、一時集結拠点に搬送を行うことになっております。 

 41 ページ目をご覧ください。PAZ 内の防護措置に備えた放射線防護資機材の

備蓄体制でございます。右側の写真にあるとおり、サーベイメータ、個人線量計、
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タイベックスーツなど、緊急時に自治体職員や避難誘導者、いわゆる防災業務関

係者が対応する際の資機材などを備蓄しているところでございます。 

 次のページをご覧ください。42ページ目につきましては、UPZ内の備蓄・供給

ということで、一時移転に備えまして資機材の備蓄をしておりまして、災害時に

は住民搬送を行う機関に対して配布・供給する体制になっております。 

 43 ページ目をご覧ください。先ほど、一時移転の際に緊急モニタリングとい

う言葉を使わせていただきましたが、こちらがその補足になります。緊急時モニ

タリングの実施体制ということでございます。島根地域では現在、大気中の放射

性物質を計測する緊急時モニタリング地点が 175 地点設定されています。こち

らで測定された実測値に基づきまして、迅速に一時移転の防護措置を講ずる区

域を特定することになっております。 

 次のページをご覧ください。測定結果につきましての共有・公表でございます。

緊急時のモニタリング結果につきましては、関係自治体、現地対策本部、官邸等

関係機関とまず共有することになってます。その中で防護措置の実施判断に活

用することになります。また同時に、原子力規制委員会のホームページから、こ

の測定値についてのリアルタイムでのデータ公表がございます。 

 次に安定ヨウ素剤についてご紹介いたします。45ページ目をお開きください。

まず PAZ 内における安定ヨウ素剤の事前配布でございます。安定ヨウ素剤につ

きましては、PAZ 内住民、40 歳未満の方を中心に事前配布を実施しているとこ

ろでございます。右側に写真がございます。こういった説明会において、医師や

自治体の職員から安定ヨウ素剤の説明、事前配布において知っておくべき事項

を説明受けた後に、配布される予定になっております。 

 次のページをご覧ください。こちらのほうは、安定ヨウ素剤の備蓄、特に避難

や一時移転に必要になった住民への緊急配布ということになります。こちらの
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ほうは、島根県、鳥取県で合わせて 273カ所ございまして、これだけの備蓄場所

から一時集結所に設置する緊急配布場所に安定ヨウ素剤を運び、必要となる避

難の方々にその場で緊急配布を行うことになっております。 

 47 ページ目をご覧ください。次に一時移転における避難退域時検査について

ご説明いたします。UPZの住民の方々が一時移転する場合、車両や住民の方々が、

放射性物質が付着していないかどうか、検査を行うことになっております。地図

に書かれた 21カ所が、検査場所の候補として設定されております。 

 その目的でございますが、次の 48ページ目をご覧ください。避難住民と書か

れた左から右のほうに流れがございます。今申し上げた、避難の際に乗車してい

る車に放射性物質が付着していないかどうかの検査を行い、必要に応じ乗って

いる方の検査も行います。そして、検査で一定レベルの放射線が検出された場合、

簡易除染を行う、一定レベル以下になったことを確認できた段階で、避難所に向

かっていただくというものでございます。 

 49 ページ目をお開きください。国の実動組織の広域支援体制でございます。

実動組織は、消防、警察、自衛隊、海保等でございます。地域レベルで対応が困

難な場合も十分想定されます。そういった場合、自治体からの要請を受けまして、

政府は全国規模で実動組織による支援を行ってまいります。 

 例えば、次の 50ページ目をご覧ください。万が一、自然災害により避難計画

で設定している避難経路が使えない場合、あらかじめ避難計画によりまして、ヘ

リポートの適地等を設定することになり、さらにそれでも難しい場合は、不測の

事態は、自治体からの要請で自衛隊などの実動組織が必要な支援を実施してま

いります。 

 具体的な活動例は、次の 51ページ目をご覧ください。自然災害などの複合災

害で想定される実動組織の活動例、警察、消防、海上保安庁、防衛省といった実
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動組織が、さまざまな支援を行ってまいります。 

 最後に 53ページ目をお開きください。今日ご説明した内容の繰り返しのとこ

ろもございますが、私ども地域防災力の向上に向けたさらなる取り組みを進め

てまいります。まず、島根地域原子力防災協議会を通じまして、国と関係自治体

が一体となりまして、引き続き各自治体の地域防災計画、避難計画の充実・強化

を全面的に支援してまいります。 

 2つ目、国や関係自治体が実施する原子力防災訓練で明らかになった教訓事項

を抽出しまして、各自治体の地域防災計画、避難計画に反映してまいります。 

 3つ目、放射線防護対策等の資機材の整備に関して、今後も継続して関係自治

体の要請に応じて財政的な支援を行ってまいります。 

 地域防災計画、避難計画の整備には完璧や終わりはありません。今後も訓練等

を通じて国と関係自治体が一体となって継続的に避難計画充実を強化してまい

ります。私からは以上でございます。ありがとうございました。 

〇司会 ご説明ありがとうございました。それでは、ここからは、ただ今の説明

につきまして皆さまからのご質問、ご意見をお受けいたします。 

 なお、ここでのご質問は、ただ今ご説明いただいた内容に関連する事項につい

てのみとさせていただきます。質疑応答のお時間は 30分間です。できるだけ多

くの方にご発言いただくため、お 1 人 1 回につき 1 問、ご発言は 1 分程度にお

まとめくださいますようご協力をお願いいたします。 

 なお、新型コロナ対策のため、マスクはつけたまま、スタッフがお持ちするマ

イクに向かってご発言をお願いいたします。それでは、皆さま、ご質問のある方

は挙手をお願いいたします。ありがとうございます。右側の列の方、3列目の方。

マイクに向かってお話しくださいますように、お願いいたします。 

〇質問者 24ページのところで、UPZ、全面緊急事態の場合は、屋内退避という
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ことだと思います。すぐに逃げたいという思いはあるんですが、指示に従おうか

と思うんですけど、その場合に、下から 3行目のところで、1週間以内に一時移

転を実施ということになると、想定で最長の場合、1週間は家の中にいるってい

うことになると思うんです。その場合に食べ物ですね。1週間、普通の家で 1週

間分の家族全員の 1 週間分の食料を備蓄してるっていうことは、あまり想定し

にくいのかなと思うんですけど、そこら辺は、例えば何らかの支援ということが

あるのかどうなのかというのが分かれば、教えていただきたいと思います。 

〇司会 ありがとうございます。ご回答お願いします。 

〇内閣府（籔本） 質問ありがとうございます。内閣府の籔本と申します。まず、

こちらに書いてある UPZ の屋内退避、今日説明したとおりでございますけれど

も、まず UPZ については屋内退避をしていただきます。この最大の効果ってい

うのは、プルームっていうものが過ぎ去ることが非常に重要、要するにプルーム

が飛び交っているときに外にいたら、無用な被ばく、要するに予期せぬ被ばくを

してしまう可能性があるので、そういうときがどのタイミングか分からないの

で、屋内退避をしていただくってことは非常に重要となっております。 

 一方で、こちらは万が一ですけど、万が一、そのプルームが過ぎ去った後に、

地面等に放射性物質が沈着をして線量が高くなっている。そういうときに関し

ては、ここは 1 週間以内にと書いてありますけれども、なぜそんなに時間がか

かるかと申しますと、こちらの 20マイクロシーベルトっていうのは、実はそこ

まで高い線量でなくて、これが、本当にプルームが過ぎ去って沈着をしたのか、

まだプルームが漂っているのか、または別の要因なのかって、こういうことにつ

いて専門家の分析が必要となっております。 

 ここで確実にプルームが沈着をして、ここの地域に放射性物質が落ちたって

いうふうに判断できるのに、またちょっと時間がかかるんですけれども。そうい
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った判断をした後に、じゃあ今度は具体的には避難先の開設状況とか、車を持っ

てない方のバスについての確保状況、こういったことをしっかりと確認した後

に、安全な形で避難ができるようにする。そういったためには、やはり一定期間

の時間を要する、そういうことで 1週間程度の猶予を持たせております。 

 食料等はどうするのかと、こういう質問でございますけれども、20µSv ってい

うのは、あくまでも今後、数カ月、1年、もっと長いかも分からないけど、そう

いった場合には、毎時 20µSv なので、これが蓄積していくっていう形になりま

す。そうすると、体にいい影響がなくなる可能性もございますので、そういった

場合に一時移転をするんですけど、かといって、この 20µSv/h があるような状況

で、外に出てはいけないかということはなくて、ここについては、例えば食料等

がなくなったら、実動を含めて行政機関を含めて供給体制を確立したり、要する

に屋外活動というのは全面禁止ではなくて、あくまでも長時間ここに居続けれ

ば何らかの影響あるので、長時間居続けるよりは、ちょっといったん 30キロ圏

外に離れていただいて活動していただくと。そういうことで想定しております。

なので、繰り返しになりますけれども、屋内退避が原則ですけど、屋内退避をし

つつ生活維持をしていただくためには、必要に応じて買い物に行ったり、または、

それがなかなか今外に出るべきじゃないと判断した場合には、行政機関ないし

は、さらに不測の事態には、実動機関等が物資の供給とか、またそこに屋内退避

を継続するために必要な措置を講じていくと、そういうことになっております。 

〇司会 ご質問ご回答ありがとうございました。それでは次の質問にまいりた

いと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 恐れ入ります。右側の列の方。 

〇質問者 すみません。ないようなので、先ほどの続きなんですけど、一つは、

必要があれば何らかの配布の措置が想定されるということが、一番最後のとこ
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ろで言われたと思うんですけど、その前のところで、常時外に出て活動できない

ので、自分で買い物に、買い出しに行くということも考えられるということだっ

たんですけど、周りが屋内退避の状況で、店に行けるのかなという不安もあるん

ですけど、そこら辺はどうなんでしょうか。 

〇司会 ご回答をお願いいたします。 

〇内閣府（籔本） 内閣府の籔本です。屋内退避といっても、実はいろいろなケ

ースをわれわれ想定しております。こちらについて、まだしっかりと国としても

説明しきれてないんですけれども、屋内退避の最大の効果を発揮するのが、プル

ームが出てるときに無用な被ばくを防ぐためっていうのが、一番効果あります。

このプルームっていうのがいつ出るかは分かりません。しかしながら、いつまで

出ないかっていうのはある程度予測はできるものだと思っています。 

 例えば、原子力発電所の中で、いわゆる格納容器を含めて圧力が高まるタイミ

ング、圧力が高くなってしまうと、何らかのタイミングで何か壊れてしまって、

そこから不意に放射性物質が出るってことはもちろんあるんですけれども、こ

の圧力が達するまでは、たぶんこの程度までは分析によって出ないだろうって、

けれど、ある程度圧力が達してしまうと、じゃあ、いつ出るか分からないって、

そういうタイミングは、もちろんあります。なので、総理から緊急宣言を発する

タイミングあるんですけれども、何日以内は、新規制基準っていう規制委員会が

定めた新規制基準に基づいて分析した結果、何日以内は放射性物質が出ないだ

ろうと、そういう予測は立てることができます。 

もちろん、そういったときは屋内退避をするんですけれども、かといって、こ

こは安全面での屋内退避なんで、必ずしも出たらいけないっていうことでは実

はなくて、そういうことについては、屋内退避でも本当に今、いつプルームが来

るか分からないタイミングと、またはプルームがまだ今の段階では来ない、あと
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何日か来ないというタイミングと、もちろん、もう一個は過ぎ去ったというタイ

ミング。いろんな状況はあるんですけれども、そちらについては、国が原子力規

制委員会と相談をしながら、原子力災害対策本部が自治体にしっかりと周知を

行いながら、今このタイミングだったら外出はしていいですよとか、このタイミ

ングだとなかなかちょっと厳しい状況かも分かんない、無用な被ばくを避ける

観点から家にいてくださいとかいうことをやっていきたいという、そういうふ

うに考えております。 

〇司会 ご質問、ご回答、ありがとうございました。それでは次の質問にまいり

ます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。中央のブロックの 5 列目の

方、中ほどにおかけになっていらっしゃる方に、スタッフがマイクをお届けいた

します。マイクに向かってお願いいたします。 

〇質問者 ありがとうございます。53 ページのところで、支援が島根県だけで

はなくて、鳥取県、岡山県、広島県に支援を要請してということになっているん

ですが、実際には訓練では 1 日でバスでそこに行って帰ってくるという訓練を

ここではやられているわけですけども。ここの中では、関係自治体というところ

で、避難した時の、1 年避難しているのか、5年避難できるのか、そういう対応

としての話し合いというのはできているんでしょうか。書面上では避難先とい

うこととして書いてあって、誠にきれいに書いてあるんですけども、実際問題と

して帰られないという人たちは、そこで何年も住まなきゃっていうことになっ

たときに、そういう準備は各県してあるんでしょうか。これは国の姿勢として考

えられているんでしょうか。 

〇司会 ありがとうございます。それではご回答をお願いします。 

〇内閣府（籔本） 内閣府、籔本です。避難先に関する質問だと思いますけれど

も、基本的に今日説明した内容というのは、いわゆる初期対応の部分についてメ
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インで説明させていただきました。今の質問は、たぶん、おそらく中長期的な対

応だと思います。 

 これをそもそも作った経緯というのは、ご存じのとおり福島第一原子力発電

所事故っていうのが発生をして、こういうときに避難をするときに多くの方が

亡くなった、また犠牲になったっていうことが教訓となっております。福島のと

きの大きな教訓の一つに、ある地域で避難してくださいよって言ったんですけ

れども、どこに避難するか分かんない、要は避難先が分からないまま、とにかく

離れてくれって、逃げてくれって言った。また、バスについても、本来乗るべき

人じゃない人も突っ込んで乗せた。要するにそういうことによって、バスの中で

お亡くなりになったりして、避難先が決まらないまま転々として、そういった移

動過程で亡くなったりした。そういうケースが多かったってことが最大の教訓

の一つとなっております。 

 こういうことを深く反省をして、まず初期対応としては、松江市に関して説明

すると、例えば松江市と島根県内の避難先、あと広島県、岡山県の避難先。この

地区に関しては優先順位として、まずこっちの避難先に行ってくださいよって、

まず 1 対 1 対応で紐づけた。取りあえず何か起こったらこっちに行ってくださ

いっていうとこまで、今、定めております。 

 じゃあ、そこから先の中長期的な避難のことについてですけれども、一時移転

とか避難については何日続くのか、または福島の経験もそうですけれども、まだ

まさに戻ってない方も、戻られてない方もいます。それに関しては、例えば除染

をしてある程度戻ってもいいよって基準ももちろんありますし、なかなか厳し

い基準もあるんですけど、そういった方達に対して、例えば広島県とか岡山県の

ある避難所のいわゆる体育館とか公民館とかそういうスペースに、さすがに何

カ月も何年もいると。こういうことは、われわれは想定しておりません。 
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 取りあえず、国から指示が出たらここに行ってくださいって、ここに行ってい

ただいた後に、今度は中長期的な避難を考えなきゃいけないので、もちろん向こ

うの受け入れ側の体制もある、学校だと授業も再開しないといけないという。そ

ういったことを総合的に判断しながら、じゃあ次に、例えばホテルとか民宿とか、

または必要な生活ができるスペースが確保できたので、そこからさらに移動し

てくださいとかいうことについては、それはそのときに柔軟に対応していくと。 

 取りあえず今回作成したのは、あくまでも避難過程において、どこに行けばい

いのか分かんないような状況で亡くなっていただいては、それは困るので最低

限ここに行ってくださいって行き先と避難手段の確保といった初期的な対応に

ついて決めさせていただいたと、そういう整理でございます。 

〇司会 ご質問、ご回答、ありがとうございました。それでは、次のご質問の方、

手を挙げていただいております。ありがとうございます。それではマイクに向か

ってお話しくださいませ。 

〇質問者 すみません、先ほどの、今ご回答いただいた件について伺いたいんで

すけれども、中長期に関してはこれからということなんですが、中長期に関する

その課題っていうのは、たくさんあると思うんです。福島の教訓というのは、ま

さにそこの部分で苦しんでいる方たくさんいるので、そこの対応っていうのは、

今後、別のところで作られるんですか、それとも同じ担当部署で今後作られてい

くということになるんでしょうか。 

〇司会 ありがとうございます。ご回答をお願いします。 

〇内閣府（籔本） 内閣府の籔本です。ここをどこまで作り込むのかっていうの

は、これ非常に悩ましい問題で、例えば、いわゆる自然災害というのは、原子力

災害より短いタイミングで避難活動が終わってしまう。または、もちろん家が失

ったパターンについては、中長期的なことは起こりますけれども、そういったこ
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とを踏まえながら、仮設住宅をつくるほうがいいのか、または、いったん松江市

から広島県、岡山県行った後に、やはり相当遠くに行ってしまうので原子力災害

収まった段階で、また島根県の松江の近くに戻ってくるほうがいいのか、それは

まさに一時移転の区域となった人たちのご意見とか踏まえながら、どういう生

活を今後行っていけばいいのかっていうことについては、事前に定めることは

適切じゃない部分、または定めておいたほうがいい部分、もちろんいろいろある

と思うのですけれども、そういったことについては実際に発災した後に住民の

方としっかり相談してから定めていくっていうほうがいいのか、そういうこと

について今後も国と関係自治体と一緒にしっかりと検討していくってことで整

理してございます。 

〇司会 ご質問、ご回答、ありがとうございます。では、もう一度、手が挙がり

ましたので、ご質問、マイクに向かってご発言くださいますようお願いします。 

〇質問者 今の点については、原子力災害の避難の長期性というのは一番の特

色だと思いますので、しっかりこちらでやるかどうかは別として、国の姿勢とし

てちゃんととどめておかなければいけないんじゃないかというふうに思います。

これ意見です。 

 すみません、別の項目で、プラスでよろしいでしょうか。 

〇司会 今の関連事項についての質疑応答のお時間となっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇質問者 先ほど、規制委員会のところで手挙げてたんですけれども、規制委員

会はもう無理ですね？ 

〇司会 はい。 

〇質問者 分かりました。すみません、短く、ちょっと多岐にわたって申し訳な

いんですが、できるだけ短くお話しします。 
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 1点目ですけれども、4ページ目のところ、都道府県への財政的支援ですけれ

ども、これ具体的な財政支援っていうのが、金額どれくらいで、例えば策定業務

のためのものもありますよね、いわゆる事業費以外のところで。策定業務だとか、

そういった自治体負担っていうのが全てカバーされているのか、補助率ですね。

つまり自治体負担にならないように、国がちゃんと財政的措置がされているの

かっていうことをお伺いしたい。これについては中電さんの再稼働に伴って発

生する財政費用ですので、中電さんに求償するっていう考え方もあり得ると思

うんですが、その辺をどう考えておられるのか、お伺いします。 

 6ページ目のところです。6ページ目のところで、国として了承というふうに

最後の段階で出てきていますけれども、事故は中電さんの責任になると思うん

ですが、避難計画がうまくいかなかったときの責任はどうなるのか。具体的に言

うと、避難計画が描いたようにうまく機能しなかった場合の責任は、了承した国

になるのか、策定中心にした都道府県になるのか。具体的には賠償とかって出て

きたときに、どういう考え方で整理されておられるのか。その辺りを聞きたいと

思います。 

 すみません、3点目です。ごめんなさい。22ページ目のところの防護対策施設

の設置状況で、現在 1,400 人の収容が可能な、中に入ってこないように圧力を

上げておく設備があるんですが、1,400人は十分なのかどうか、十分だとすれば、

その根拠はどういう根拠なのか。UPZではそういう施設を今後拡充していく予定

があるのか、拡充すべきだ、そういうその基準ですね。こういった防護施設の容

量がどれぐらい必要で、どの範囲で必要でという設定をした上で、どういうふう

にアセスメント評価されておられるのかというのを伺いたいと思います。 

〇司会 それではご回答をお願いいたします。 

〇内閣府（籔本） 内閣府の籔本です。国から自治体への予算規模については、
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ちょっとこれはいろんな事業があるので、ケースバイケースなのですけども、一

例として申し上げますと、国から自治体に対しての交付金っていうもので見て

みますと、これは全国規模で、令和 3年度でいうと約 88億円交付しております。

補助率に関して申し上げますと、ほとんどが 100％補助と考えていただいて結構

です。 

 2点目について、どこが責任を負うのかということについてでございますけど、

一義的には中国電力が責任を負うってことになっております。もちろん国も自

治体についても、災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法に基づき、それぞ

れ条文の冒頭に書いてありますけれども、責務を負うとなっております。 

 最後の防護施設に関して申し上げますと、こちらについては、特に規模につい

て、これだけあれば十分だとか、これだけあれば足りないって、そういう基準は

ありません。考え方としては、PAZ に関しては、基本的にはコンクリート施設、

一番いいのは防護施設なのですけれども、防護施設をなるべく造っていただい

て、そこにすぐに逃げられない方について入っていただく、そういった方たちに

ついて全員が、なるべく全員が入れるだけのキャパがあったほうがいい。UPZの

方に対しては、別に防護施設でなくても、一般の家とか、またはコンクリート施

設とか、防護施設とか、それは問わないですけれども、そういったことがあれば、

そこに屋内退避することで、プルームを避ける観点から有効だと考えておりま

す。 

〇司会 ご質問ご回答ありがとうございました。それでは次の質問にまいりた

いと思います。それでは、手を挙げていただきました右側のブロックの中ほどに

おかけいただいております、内側に白いワイシャツを着ていらっしゃる男性の

方にお願いいたします。 

〇質問者 それでは 45ページ、46ページの、私は安定ヨウ素剤の事前配布、PAZ



 

 40 

内の住民に対する安定ヨウ素剤のこの 2 ページを見まして、非常に不安を感じ

ております。私は実は薬剤師なんですが、この有事の緊急事態において、このパ

ニック状態で、このように対象住民等に順次配布がこのようにできるのか。そし

て服用時期っていうのも、それを渡した後にどのように一斉に知らせるのか。そ

れとか備蓄でも、どのように備蓄していくのか。そういうきちんとしたことが対

応できてないと、この安定ヨウ素剤っていうのは、私としては、非常に今後のが

んの発生を抑えたり、特に子どもたち、妊婦さん、女性にはどうしても必要な対

策だと思っておりますので、もう少しこの事前配布の説明会なりとか、そういう

徹底も、今のところ私が聞くだけでは、不足してるんじゃないかと感じておりま

す。その点も、どのようにお考えでしょうか。 

〇司会 ありがとうございます。ご回答、お願いいたします。 

〇内閣府（籔本） 内閣府の籔本です。ご指摘の点は、非常に重要な問題だと考

えております。まず安定ヨウ素剤については、PAZに絞って説明しますと、こち

らについては福島第一原発事故以降、大きく方針が変わりまして、基本的には

PAZに関しては、事前配布で、なおかつ配る対象も、指針が令和元年 7月に改正

されて、基本的には 40歳未満、または妊婦、授乳婦とか、挙児希望のある女性

とか、そういった形を対象として事前に配布をしています。これはあくまでも原

子力災害が発生する前の段階、事前に、平時から事前の段階で配っていただくっ

ていう運用にしています。 

 さらにこちらについては、こういった方たちっていうのは非常に感受性が高

い方っていうのが多いので、指針についても昨今強化をされまして、いわゆる一

般住民が逃げる前、要するに一般住民は基本的には全面緊急事態になって逃げ

るんですけど、その前の段階である施設敷地緊急事態の段階で、いわゆる乳幼児

の方、感受性が特に高い乳幼児の方とかについては避難していただく、この趣旨
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としては、安定ヨウ素剤を飲む必要がない相当前の段階に逃げていただくとい

うことで指針も変わっております。 

 安定ヨウ素剤の事前配布の説明会についても非常に重要だと考えております。

こちらについては国と自治体と相談しながら適切に対応してまいりたいと考え

ております。 

〇司会 ご質問ご回答ありがとうございました。次にご質問のある方、いらっし

ゃいますでしょうか。 

 先ほど途中でございましたので、いま一度ご質問をお受けいたします。マイク

に向かってご発言をお願いいたします。 

〇質問者 申し訳ありません。22 ページのところ、先ほどの避難、防護対策施

設の設置状況のところですけど、こちらの施設は、あれですか、陽圧化がされて

いる施設というふうに理解をしてよろしいのか、というのが一点。 

 そして最後ですけれども、53 ページのところです。最後のところですけれど

も、改善、完璧や終わりがないというのは、まさにおっしゃるとおりで、どんど

ん継続的に充実・強化はしていただきたいというふうに思うんですが、これ逆に

考えると、改善余地があるけれども、その稼働は OKという形になってしまうの

かどうかですね、いわゆる基準があって、それをクリアしたら稼働という話とは、

たぶんこれは別の枠組みになってると思いますので、避難計画は改善は必要な

んですが、改善の余地があるっていうことを認めながら稼働という段階にいく

可能性があるのかどうか、この辺りちょっと分からなかったもんですから、教え

てください。以上です。 

〇司会 ありがとうございます。ご回答をお願いいたします。 

〇内閣府（籔本） PAZ の 22 ページのスライドについてですけど、陽圧化は全

てしております。 
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 最後の質問についてですけれども、防災の立場でいうと、よく皆さん、勘違い

されている方も非常に多いかも分からないですけど、われわれのスタンスとし

ては稼働に関係ない。要するに、原子力発電所がある限り、動いていようがいま

いが、こういう対応は必要だと考えているんです。今まさに、動いてないですけ

れども、こういう対応が必要だと思っています。動いてなくても原発がある限り

リスクはあります。万が一事故が起こった場合については、動いてなくても事故

が起こった場合については、こういう対応をしていただきたいと考えておりま

す。 

 今後も、完璧、終わりはないと言っていますけれども、われわれよくこういう

ことを国会とかの答弁させていただいていますけれども、なぜこういう発言を

しているかといいますと、われわれは今日説明した内容、現時点においては最善

のものと考えております。しかしながら、これで例えば完璧だと、終わりだと言

った場合に、これ以上不足しているところはないのかとか、または何ら改善でき

る余地がないのか、そういうことを一切考えない。それに陥ってしまうと、やは

り向上については一切見込まれませんので、われわれとしては今現時点で最善

のものと考えておりますけれども、訓練とか通じて、研修とか通じて、やはりこ

ういった運用がよりいいのではないかとか、こういったふうに制度を直したほ

うがいいんじゃないかとか、最新の知見はやっぱりこうなってるんだからこう

いうふうに全面的に直したほうがいいのではないか、そういったものを取り入

れながら、よりよいものにしていくという防災の基本的な考え方でございます。 

〇司会 ご質問、ご回答、ありがとうございました。このお時間の質疑応答、終

了させていただきます。たくさんのご質問、ご意見、ありがとうございました。

このお時間でご発言できなかった皆さま、お配りしております資料の最後に意

見用紙がございます。そちらにご記入いただきまして、本説明会終了後、会場出
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口に回収箱を設置させていただいておりますので、そちらに投函いただければ

と思います。それでは内閣府からの説明を終了させていただきます。 

 

（３）国のエネルギー政策について 

〇司会 お待たせいたしました。続いては、国のエネルギー政策について、資源

エネルギー庁よりご説明をお願いします。 

〇資源エネルギー庁（森本） 資源エネルギー庁の森本と申します。本日は、国

のエネルギー政策につきまして、ご説明の機会を頂戴しましたことを深く御礼

申し上げます。それでは早速でございますけれども、着座にてご説明をさせてい

ただきたいと思います。失礼をいたします。 

 お手元に資料、国のエネルギー政策についてという資料をお配りさせていた

だいておろうかと思います。早速おめくりいただきまして、目次をご覧いただけ

ればと思います。本日、ご説明、4 点させていただきたいと考えてございます。

資料、お手元よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 4点でございます。一つがエネルギー政策の基本的な視点ということでござい

まして、「S＋3E」というふうに呼ばれておりますけれども、政策を考える上での

基本的な考え方、こちらをご説明させていただきます。2つ目がエネルギー政策

の方向性を示しますエネルギー基本計画の概要、3点目が、そのうちの原子力政

策につきまして、そして最後、4点目でございます。中国電力島根原発 2号機に

つきましてということで、本日は 4点ご説明をさせていただきたいと思います。 

 3 ページをご覧ください。まずエネルギー政策の基本的視点でございます。S

＋3Eということでございますけども、安全性、safetyを前提に、安定供給を第

一とし、経済効率性と環境適合性の両立を図るということが、エネルギー政策の

要諦ということでございます。また 2 点目でございますけれども、エネルギー



 

 44 

源、それぞれ強み弱みを持ってございます。エネルギー源の特性を補完し合いま

す多層的な供給構造をつくっていくということが 2点目でございます。 

 4ページをご覧ください。上が電力の需要の拡大の状況、下がそのエネルギー

源、割合でございます。上ですけれども、電力需要拡大をしていく中で、石油危

機、また温暖化等を背景に原子力を含めましたエネルギーの選択肢を拡大し、供

給構造を多層化してきたということが見て取れるかと思います。 

 5 ページをご覧ください。3 つの E と、先ほど申し上げました 3E でございま

すけれども、それぞれの現状でございます。視点として 3つございまして、安定

供給につきましてはエネルギー自給率、こちらで見ます。2点目でございます経

済効率性、こちらは電気料金の上昇というところで見ると。3 点目が、CO2 の排

出量ということを指標として見ているということでございます。 

 個別は次のページから 6 ページをご覧ください。安定供給でございます。主

要国のエネルギー自給率の比較でございますけれども、東日本大震災前に比べ

まして日本としては大幅に低下をしているというところでございまして、OECD

の 36カ国中 2番目、下から 2番目に低い水準だということでございます。 

 続いて 7ページをご覧ください。電気料金の推移というところでございます。

震災以降、電気料金 2 割増加をしてございます。こちらは原子力発電を代替し

ます火力発電の燃料費の負担増、また再生エネルギーの導入促進に向けた賦課

金の増加というものが原因となってございます。 

 続いて 8ページをご覧ください。震災以降、いったん CO2排出量が悪化してご

ざいますけれども、こちらは火力発電の増加というところでございます。その後、

省エネ、再エネの導入、また原発の再稼働、こちらが進展するにつれ改善をして

いるというところが見て取れるかと思います。 

 9ページ目以降、いくつかエネルギーを巡るトピックスということでございま
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す。9ページ、化石燃料の価格変動ということでございますけれども、震災以降

LNGによる火力発電、こちらのポーション大きくなってございますけれども、LNG

価格、世界的な需給バランスにより大きく変動するということでございます。一

番右でございますけれども、昨年の末、今年の春先でございますけれども、急上

昇をしているというところでございます。 

 続きまして 10ページをご覧ください。10ページにつきましては、昨年の冬の

電力需給の逼迫というところでございます。LNG 価格が高騰する中で 1 月前半、

今年の 1 月でございますけれども、厳しい寒波ということで例年にない水準で

電力需要が増加をした、ということでございます。それに反しまして LNG 在庫

が急減をしたということで、電力需要が非常に逼迫をしたという状況がござい

ましたけれども、定期検査明けの原発の再稼働、需要の落ち着きということによ

りまして何とか乗り切ることができたという状況でございました。 

 続いて 11ページをご覧ください。固定価格買取制度ということでございます

けれども、この FIT 制度によりまして、再エネの導入が一定程度進んでいると

いうことでございますけれども、その一方で、この制度により電気料金として徴

収される賦課金が累計 2.7 兆円に及んでいるということでございまして、2030

年に向けては 3兆円というところが視野に入っているという状況でございます。 

 続いて 12ページ目をご覧ください。こちらはもうご承知の方たくさんいらっ

しゃると思いますけれども、地球温暖化という世界的な喫緊の課題という中で、

この先、数十年で 1.5度上昇するというような分析がなされている。また、国内

外で極端な大雨、記録的な猛暑が発生をしているという状況ですし、今後、大雨

や猛暑等のリスクも増加をするということが予測をされているところでござい

ます。 

 13 ページをご覧ください。自然災害によりまして電力供給に影響が生じた事
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例というところでございます。特に右上、平成 30年 9月北海道胆振東部地震で

ございますけれども、こちらについては、北海道全域にわたる停電、いわゆるブ

ラックアウトが発生をしてしまったという事例でございます。 

 続いて 14ページをご覧ください。3Eや直面している課題から見ますと、エネ

ルギー源ごとにやはり一長一短があるというところでございます。全ての条件

で優れた単独のエネルギー源は現時点ではないというところでございまして、

特性を補完し合う多層的な供給構造、これを実現していくことが重要だという

ところでございます。原子力につきましては、信頼回復という課題ございますけ

れども、資源に乏しいこの日本におきましては、安定的かつ安価で環境適合に優

れた欠かせない電源というふうに考えているところでございます。 

 15 ページをご覧ください。電力を安定して供給するというためには、需要と

供給を常に一致をさせる必要があるというところでございます。そういう中で、

一番下のベースロード電源、また調整する調整電源、再生可能エネルギー、こう

いったさまざまな電源を適切に組み合わせていくということが重要でございま

す。原子力ということにつきましては、低廉で安定的に稼働できるという特性を

持つベースロード電源としての位置付けがされているというところでございま

す。 

 続いて 17 ページをご覧ください。エネルギー基本計画の概要ということで、

焦点を絞りまして、駆け足になりますけれども、エネルギー政策の方向性につき

まして、ご説明をさせていただきたいと思います。17 ページでございます。エ

ネルギー基本計画、この 10 月 22 日に閣議決定ということで政府として決定が

なされたということでございますが、このテーマとしましては、2050 年カーボ

ンニュートラル、また 2013年度比で 2030年度に 46％、CO2を削減するというこ

とで、この実現に向けたエネルギー政策の道筋を示すということがテーマでご
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ざいます。 

 続いて 18ページをご覧ください。東京電力福島第一原子力発電所事故の経緯、

反省と教訓を肝に銘じて取り組むということが、エネルギー政策の原点である

というところでございます。最後まで廃炉も含めました福島の復興・再生に全力

で取り組んでいくというところでございますし、経済産業省の最重要課題とい

うところでございます。 

 19ページをご覧ください。2050年カーボンニュートラルと、この実現に向け

てということでございますけれども、これは決して容易なものではなくて、産業

界、消費者の皆さま、政府など各層が総力を挙げて対応していくということが必

要というところでございます。 

 上から 2つ目、電力部門でございますけれども、再エネ、原子力などの実用段

階にあります脱炭素電源を活用するということとともに、水素、アンモニア、ま

たカーボンリサイクルなどのイノベーションを追及していくと。 

 そして下から 2 つ目でございます。再エネにつきましては主力電源として最

大限の導入に取り組み、水素などの社会実装を進めるということ。また原子力に

つきましては、安全性の確保を大前提に必要な規模を持続的に活用していくと

いうことでございます。そしてカーボンニュートラルを実現できるよう、あらゆ

る選択肢を追及するということが重要というふうに考えてございます。 

 20ページをご覧ください。2030年に向けた政策のためのポイントということ

でございます。一番上、先ほど冒頭ご説明しました S＋3E、これが基本的な視点

ということでございます。需要サイドの取り組みとしましては、徹底した省エネ

を追及していくという中で、省エネ技術の開発・導入支援等に取り組んでいくと

いうところでございます。 

 21 ページをご覧ください。再生可能エネルギーでございます。こちらは主力
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電源化を徹底しまして、再エネに最優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地

域との共生を図りながら最大限の導入を促すということが方針でございます。

地域と共生する形での適地確保、また系統制約の克服等、課題ございますけれど

も、最大限の導入を目指していくというところでございます。 

 続いて 22ページでございますが、こちらは原子力でございますので、後ほど

ご説明をさせていただきまして、23 ページご覧ください。火力発電でございま

す。こちらは安定供給を大前提に、できる限り非効率の火力のフェードアウトな

ど、できる限り電源構成に占める火力発電比率を引き下げていくという方針で

ございます。 

 24 ページをご覧ください。こちら水素・アンモニアということでございまし

て、水素を新たな資源として位置付けて、社会実装をしっかり加速をしていこう

という方針でございます。 

 続いて 25ページをご覧ください。こちら資源・燃料ということでございまし

て、この包括的資源外交などによりまして、将来にわたって途切れなく必要な資

源・燃料を安定的に確保していくという取り組み、また緊急時にも対応できるよ

う備蓄やサービスステーションの高機能化などによりまして燃料供給体制の強

靭化を図っていくというところでございます。 

 26 ページご覧ください。さまざまな課題の克服を野心的に想定した場合、ど

のような形のエネルギー需給構造の見通しになるかというものを示したもので

ございます。右側、2030 年ミックスと書いてございますけれども、現行の目標

に比べまして火力発電が大幅に下がると、その分、再生可能エネルギーが 36か

ら 38％ということで大幅に引き上げているというところでございます。原子力

につきましては、現行目標の 20から 22％を維持するという数値となっていると

ころでございます。 
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 27 ページご覧ください。先ほどご説明しましたエネルギーミックスを実現し

た場合に 3Eがどうなるかということでございます。エネルギー自給率につきま

しては 30％程度、温室効果ガス削減目標のうち、エネルギー起源 CO2の削減割合

が 45％程度、そして経済効率性ということで、電力コストでございますけれど

もキロワットアワー当たり 9.9から 10.2円という形で、現行目標より少しアッ

プをするというところでございます。 

 続きまして、28ページご覧をいただければと思います。2030年の電源別発電

コスト試算の結果概要ということでございます。こちらは試算に当たりまして

は、新たな発電設備を更地に建築・運転した際のコストを一定の前提で機械的に

試算をしたものでございます。原子力発電のコストにつきましては、真ん中の表

の中にございますけれども、11 円台後半ということでございまして、8 円台前

半から 11円後半の事業用太陽光などの他の電源と比較しましても、遜色なく低

廉というところが見て取れるかと思います。 

 また右下のほうに、参考の②と少し小さくなってございますけれども、実際に

は電源立地や系統制約のコストもかかりますので、そうしたコストも踏まえま

すと、ここに下に記載のあるように、そういったコストも加味して見た上でも、

他の電源と比較しまして、原子力につきましては遜色なく低廉というところで

ございます。 

 29ページにつきましては割愛をさせていただきまして、31ページをご覧いた

だければと思います。原子力政策というところでございますけれども、原子力に

つきましては安全性を全てに優先させまして、原子力規制委員会により世界で

最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重

し原子力発電所の再稼働を進めるというところが政府の方針でございます。ま

た、その際、国も前面に立ちまして、立地自治体をはじめとします関係者の皆さ
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まのご理解とご協力を得るよう取り組んでいくというところでございます。 

そして、そこに記載ございますように使用済燃料対策、また核燃料対策、最終

処分といったような原子力の安定的な利用に向けた諸課題、こちらの回復に取

り組んでいくというところでございます。 

 32 ページをご覧ください。原子力政策についての海外の情勢でございます。

海外に目を転じますと、国際エネルギー機関であります IEAは 2019年にクリー

ンエネルギーへの転換において原子力が重要な役割を果たすと言及をしている

ということでございます。もちろんドイツなど一部の国では、将来的に原発を活

用しないということが決められている国もございますけれども、アメリカやヨ

ーロッパ、中国、ロシアなど多数の国が原子力政策を積極的に推進をしていると

いう状況でございます。 

 33 ページをご覧ください。全国の原子力発電所の現状でございます。震災後

の新規制基準のもと、これまで 27基の申請がございました。現在、島根 2号機

も含めまして 17 基が原子力規制委員会により新規制基準に適合するとの判断、

いわゆる設置変更許可が出ているという状況でございます。そのうち 13 基は、

立地地域から再稼働についてのご理解をいただいてございまして、10 基が再稼

働に至っているというところでございます。 

 エネルギー基本計画における 2030年のエネルギーミックス、こちらを実現す

るためには、今ある発電設備の設備利用率を向上させるということも含めまし

て、安全確保を大前提としてご地元の理解を得ながら再稼働を進めていくとい

う必要がございます。 

 34 ページをご覧ください。こちらは新規制基準の策定ということでございま

す。冒頭ですか、規制庁からもお話があったかと思いますけれども、東京電力福

島第一原発事故の教訓、また世界の規制基準を踏まえまして、高い独立性を有し
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ます原子力規制委員会のもと、世界で最も厳しい水準の新規制基準が策定され

ているというところでございます。 

 35 ページをご覧ください。新規制基準に適合するとの判断が出ました島根原

発では、地震や津波の想定と対策を大幅に強化しているというところでござい

ます。また、電源の多重化や多様化など、さまざまなシビアアクシデント対策も

徹底的に強化をされたというところでございます。 

 36 ページをご覧ください。産業界での安全性向上の取り組みということでご

ざいます。電力事業者や設備メーカーなど産業界におきましては、新規制基準へ

の対応はもちろんのこと、連携をしまして、安全性の向上に取り組んでいるとい

うところでございます。 

 続いて 37ページご覧ください。こちら核燃料サイクル政策についてというこ

とでございます。全国には今約 1.9 万トンの使用済燃料が存在をしてございま

す。この使用済燃料を再処理しまして、燃料として活用するということで、高レ

ベル放射性廃棄物を減容化しまして、有害度を低減する、そして資源の有効利用

を図るという核燃料サイクルを推進するということが政府の基本的な方針でご

ざいます。 

 39 ページをご覧ください。こちら核燃料サイクルの確立に向けた取り組みの

進展ということでございまして、真ん中のサークルがございますけれども、この

原発で出ました使用済燃料、これを貯蔵しまして再処理をする、そして燃料に変

えると、そしてまたプルサーマルで使用するというサイクルを回していくとい

う中で、右上の使用済燃料対策ですとか、右下の再処理工場・MOX 工場の竣工、

また最終処分の実現に向けました取り組みが進んでいるというところでござい

ます。 

 39 ページをご覧ください。そのうちの核燃料サイクルの中核となります青森
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県六ヶ所村の再処理工場と MOX 燃料工場、こちらが昨年原子力規制委員会から

事業計画に関する許可が出たというところでございます。これは核燃料サイク

ル政策におきまして大きな前進というふうに考えてございます。現在、工事認可

の申請中ということでございますけれども、両工場の竣工・操業に向けて、業界

を挙げて技術力の向上に関する取り組みを強化しているという状況でございま

す。 

 次に最終処分についてのご説明でございます。 

40ページをご覧ください。使用済燃料を再処理しまして、再利用可能なウラン、

プルトニウムを取り出した後、残る物質を安定的なガラス固化体にし、冷却のた

めに長期間貯蔵した後に地下深部の安定した岩盤に埋設する、いわゆる地層処

分ということでございます。こちらを実施していくという方針でございます。地

層処分は諸外国でも共通する考え方となっているところでございます。 

 41 ページをご覧ください。科学的特性マップということでこの安定した岩盤

がありまして、輸送面からも望ましい適地、こちらが濃いグリーンで表示をされ

てございます。こちら活用しまして、全国各地での対話活動を実施しているとい

う状況でございます。 

 42ページをご覧いただければと思います。文献調査ということで、昨年 11月

17 日から北海道の寿都町、神恵内村、2 自治体での文献調査が開始をされてい

るというところでございます。 

 43 ページご覧ください。最終処分地の選定プロセスでございます。文献調査

の後に、ボーリング調査でございます概要調査、そして地下施設での調査・試験

を行う精密検査、こちらを経て最終処分地が選定されるというところでござい

ます。次のステップに進む場合には、自治体のご意見を十分に尊重しまして、意

に反して先に進むということはないというところでございます。今後、全国ので
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きるだけ多くの地域で最終処分事業に関心を持っていただきますよう、対話活

動に取り組んでいくというところでございます。 

 最後、45ページ、46ページご覧いただければと思います。島根原子力発電所

2 号機につきましての再稼働に向けた政府の方針についてということでござい

ます。こちら 9 月に設置変更許可が出た後に、経済産業大臣のほうから島根県

知事宛てに発出をさせていただいた公文書の抜粋でございます。1点目でござい

ますけれども、原子力につきましては安全性の確保を大前提に、原子力委員会に

より世界で最も厳しい規制水準に適合すると認められた場合には、ご地元のご

理解をいただきながら、その判断を尊重し、原子力発電所の再稼働を進めるとい

うところでございます。 

 最後、46 ページ、一番下、5 でございますけれども、再稼働後につきまして

も、政府は関係法令に基づき責任をもって対処するというところでございます。 

 皆さま方のご理解を賜りますことをお願い申し上げまして、説明を終わらせ

ていただきます。どうもありがとうございました。 

〇司会 ご説明ありがとうございました。引き続き、島根原子力発電所の安全対

策、必要性について、中国電力からご説明をいただきます。 

 

（４）原子力発電所の安全対策、必要性について 

〇中国電力（長谷川） 中国電力の説明は私、長谷川がいたします。よろしくお

願いいたします。座って失礼いたします。 

 それでは資料、まず目次をご覧ください。4番目の業務運営という項目がござ

います。今日は、必要性、安全性のご説明をしますけれども、先般、国の許可を

いただいた折、島根県知事あるいは松江市長のほうから、過去当社が起こしてお

ります不適切事案を踏まえて、本当に運転に、あるいは信頼に足る組織なのかと
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いう厳しいご指摘をいただいてございます。この項では、その対応状況について

ご説明をしたいと思います。 

 8ページ目をお願いいたします。ご覧のように島根原子力発電所構内には 3基

の発電所ございます。9ページ目をご覧ください。いずれも福島の炉型と同じ沸

騰水型でございまして、2 号機の電気出力 82 万キロは、山陰両県の 6 割の電気

を発電することができます。 

 続きまして必要性でございますけれども、今、国のご説明とかなり重複いたし

ますので、当社独自のご説明と限らせていただきます。21 ページ目をご覧くだ

さい。 

原子力発電所の特徴はやはり非常に大きなエネルギー密度かと思います。こ

の資料の上段は、他の化石燃料との比較、下段は再生可能エネルギーとの比較を

示したものでございます。 

 22 ページ目をご覧ください。最近急激に発電量が伸びております太陽光の現

状について当社の実態をご説明したいと思います。この資料は 5 月の晴天日と

書いてございますけれども、実は気候的には、ちょうど今頃、秋口も同じでござ

います。といいますのは、冷暖房の需要が非常に少ないですから、元々電気の使

っていただく量が少ない時期でございます。しかも天気がいいということです。

今日の実績を見てみましても、中国エリア、日中ですね、5割程度が太陽光の電

気、すでに皆さんお使いいただいてございます。 

 太陽光はご承知のように、この図にございます、夜間は発電をいたしません。

朝、日の出とともに発電をするわけですけれども、仮に曇ってまいりますと、出

力が落ちてまいります。電気は皆さんお使いいただきます量と常に発電量を同

じ量にいたしませんと停電の危険性もございます。この太陽光の変動を今調整

してるのが、火力発電所でございます。本来は定格で運転すべき火力発電所の出
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力を変動させながら太陽光の調整をしてございます。そうしますと、火力発電所

の運転効率、非常に落ちてまいりますから、私ども電力会社は、特に古い火力発

電所につきましては採算が取れなくなって、どうしても運転をやめざるを得な

いと、こういったことが、先の冬に起きました電力供給不足、こういった一因に

なっていることもぜひご承知いただければと思います。 

 続いて 25ページ目をご覧ください。当社、原子力発電、今全て止まっており

ますので、左の図にございますように、65％は火力発電の電気を供給しておりま

す。そのうち右をご覧ください。43％はすでに 40年以上の運転年数がたってご

ざいます。いわゆる高経年化プラントでございます。当社としてはこの 40年以

上経過してございます火力発電所に代わって島根の 2 号機、あるいは現在建設

中でございます浜田市の三隅の石炭火力を稼働させていきたいと思ってござい

ます。 

 26 ページ目をご覧ください。左端が 2020 年度の当社の運転実績でございま

す。発電実績でございます。18％が再生可能エネルギー、それ以外はいわゆる化

石エネルギーでございます。これに島根原子力発電所 2 号機が稼働いたします

と 1割程度、さらに先々3号まで運転をいたしますと、ほぼ 3割程度が原子力の

容量となってございます。そうしますと右端の先ほどの国の目標にも近づいて

いくということになってまいります。 

 続いて経済性のご説明をいたします。少し資料飛びますけれども、32 ページ

目をご覧ください。2011 年の福島第一原子力発電所の事故以降、当社も原子力

発電が停止しておりますので、それに応じた火力発電、いわゆる化石燃料をたき

増しをして、電気を供給してございます。その推移がこちらでございます。 

 33 ページ目をご覧ください。仮に今島根原子力発電所 2 号機が運転いたしま

すと、この燃料代の差額、こちらの資料では 400 億円と書いてございますけれ
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ども、昨今急激に燃料が上がってございますので、450億円程度の低減効果が見

込まれます。 

 次が環境特性でございます。まず 36ページ目をご覧ください。これも国のほ

うからご説明がございました。2050 年カーボンニュートラル、そして、その過

程で 2030年には CO2約 46％の削減、非常に大きな目標を掲げてございます。こ

れに対して当社島根原子力発電所の CO2低減効果を 40 ページ目にお示ししてご

ざいます。島根原子力発電所 2号で 1割、3号ではさらに 2割強というような低

減効果が予想されております。 

 続いて安全対策をご説明いたします。48 ページ目をご覧ください。今回の福

島第一原子力発電所の事故は、地震、それに続く津波が大きな原因というふうに

考えてございます。従いまして島根原子力発電所では左端、今 11.9メーターの

最大津波を想定しておりますが、これに対して 15メーターの防波壁を設置して

おります。また、高台には緊急時でも地震に耐えられる、あるいは津波から守れ

る、そういった場所に、代替えの電源あるいは冷却装置を設置してございます。 

 その一例が 50ページ目の写真でございます。まず浸水を防ぐ設備、防波壁で

ございます。今も申し上げましたけれども、総延長 1.5 キロメーター、海抜 15

メーターの防波壁が完成してございます。 

 また電源の強化でございます。中ほどのガスタービン発電機、現在 3 台が発

電所構内にございますけれども、非常に大きな電源でございまして、これ 1 台

あれば緊急時の冷却電源が供給できるものでございます。 

 また冷やす設備でございますけれども、左のほうは代替えの高圧の注水ポン

プ、また中ほど、いわゆる消防自動車でございますけれども、原子炉の圧力を下

げますと、外部からこういった送水車での冷却も可能になってまいります。三十

数台の送水車両等をすでに配備してございます。 
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 また下段の事故の影響を抑える設備、水素爆発が災害を大きくしたわけでご

ざいますけれども、この水素爆発に備える触媒を使った装置を設置します。また

フィルタ付ベント設備、こちらは現在の福島の災害現場、まだ帰還できない方の

いわゆる汚染源でございますセシウム 137という放射性物質、こちらを 1,000分

の 1まで低減する高性能のフィルタを設置することとしております。 

 そして 52ページ目は緊急時の指揮所、53ページ目はこういった新しい設備を

使いこなすべく、私ども社員、協力会社の技能向上に努めてございます。また 57

ページ目、福島第一原子力発電所で問題になっております地下水さらには汚染

水、そもそもの地下水が原子炉の周りに来ないような自主的な対策を進めてい

るところでございます。 

 最後に、冒頭申しましたけれども、過去の不適切事案の現状の対応についてご

説明いたします。68ページ目をご覧ください。まずは 2010年でございます。島

根原子力発電所 1号機、2号機の当社が定めました機器の点検、これを怠ってい

たと。511機器に及んでございます。これに対しては統合型保全システム、いわ

ゆる機械化を進めて、さらに改良を進めて対応を期しているところでございま

す。 

 その 5年後、低レベルの放射性廃棄物のモルタル充填（じゅうてん）に用いる

流量計の問題。これはサイトバンカという施設、放射性廃棄物の処理補助建屋で

ございますけれども、その中で、黄色い 200 リッターのドラム缶に廃棄物を充

填する、セメントで固める操作をします。そこで使います水の流量計の点検を怠

っていた社員がおりました。これ以降、私ども社員を中心に安全文化の醸成活動

を始めてございます。しかしながら昨年の 2 月、同じサイトバンカの放射線管

理区域の巡視業務を怠っていた、こちらは委託先協力会社の事案でございまし

た。安全文化の醸成活動を現在、発電所構内、いわゆる全員に広げていくと、こ
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ういう対応をしてございます。 

 そして、今年の 6月に公表いたしました、事案そのものは 2015年でございま

すけれども、原子力規制庁からお預かりしておりました資料を誤って廃棄して

おりました。その時点で国への報告すらしていなかったということで、厳しくご

指導いただいたところでございます。これに対しては、この類いの書類の管理方

法を定めて、再発防止に努めてまいります。 

 以上、これまで起きました不適切事案の対応状況をご説明しましたけれども、

引き続き地域の皆さまから、ご指摘、ご意見を賜ればと思っております。 

説明は以上でございます。 

〇司会 ご説明ありがとうございました。それでは、ここからは、ただ今の説明

につきまして皆さまからのご質問、ご意見をお受けいたします。なお、ここでの

ご質問は、ただ今ご説明いただいた内容に関連する事項についてのみとさせて

いただきます。質疑応答のお時間は 15分間です。できるだけ多くの方にご発言

いただくため、お 1 人 1 回につき 1 問、ご発言は 1 分程度におまとめください

ますようお願いいたします。 

 なお、新型コロナ対策のため、マスクはつけたまま、スタッフがお持ちするマ

イクに向かってご発言をお願いいたします。 

 それでは、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。それでは、右側の列の

方。 

〇質問者 国のエネルギー政策について、資源エネルギー庁さんの説明でも中

国電力さんの説明でもあったんですけど、国のエネルギー政策についてでは 15

ページで表になってますし、島根原子力発電所の安全政策うんぬんのほうでい

うと、22ページ両方とも同じ図面だと思うんですけど、15ページ、エネルギー

庁さんのほうの 15ページでいいますと、電力は需要と供給を一致させる必要が
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あるっていうことが大前提で話がされてまして、先般、中国電力さんがそれぞれ

説明された際も、電気というのはためることができないのでっていう大前提で

話をしておられます。再生可能エネルギーであると、発電量に多かったり少なか

ったりするところあるので、化石燃料に頼ってたり、ベースロード電源が必要な

んだよっていうところの説明に至ってるんですけど。 

 今現在は、たぶん、電気をためるっていうことが非常に難しい中で、そういう

話になってるかとは思うんですけど、原子力であったり電力を進めるに当たっ

ても、いろいろな調査研究、新しい技術開発が必要になってくるんですが、一番

最初のところの電気をためるということについて、検討が今現在なされてるの

か、あるいは今後されるであろうというところがあるのか。要は、一番最初のと

ころが変わってくると、この計画自体も変わってくるのかなという思いがある

んですけど。そこら辺の考えがあれば、お聞かせ願いたいと思います。 

〇司会 ありがとうございます。では、資源エネルギー庁のほうからご回答をお

願いいたします。 

〇資源エネルギー庁（森本） ご質問ありがとうございます。ご指摘のとおりで

ございまして、今現在の技術レベルというところを前提にしながら、エネルギー

基本計画、もちろんその先の技術開発の動向も見極めながら、織り込みながら、

できる限り、全てを想定することはできませんので、できる限り織り込みながら、

このエネルギー基本計画というところが作られているというところでございま

す。 

 そういった中では、もちろん、蓄電池とか電気をためるというところに対して

も、今現在も技術開発とか研究開発的なところに対して、国の予算も含めて、し

っかりと取り組んでいるというところもございます。そういったものの技術動

向がまた変われば、それはもちろんそのときに応じたエネルギーのありようと
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いうものも変わってくるというところなんだろうというふうに思ってございま

す。 

〇司会 ご質問ご回答ありがとうございました。それでは、次の方ご質問いただ

けますでしょうか。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。スタッフがお持

ちいたしますマイクに向かってご発言をいただきたく存じます。そういたしま

すと右側の列、先ほど前列の手を挙げていただいている方にお願いしたいと思

います。 

〇質問者 エネ庁さんのほうの 5 ページの資料のところで、エネルギー自給率

の低下というようなご説明がありました。これを見ると、原子力発電というのは

エネルギー自給率が上昇するっていうふうに考えてよろしいんですか。ちょっ

と原子力発電のその燃料って、国内で供給されてるんですか。ウラン燃料の開発

なんか国内でやられてるのかな。ちょっとよく分からなかったんです。 

 27 ページのところにもエネルギー自給率の説明があって、おそらくこれの脚

注で技術自給率っていうのがあるので、おそらく、これとの関連で原発が国内の

自給という解釈をされてるんだと思うんですけど。そうすると、例えば石炭とか

石油とか天然ガス、ああいったものも技術的に国内のものだというふうに評価

して、これエネルギー自給率っていうのは計算されてるっていう理解でよろし

いんでしょうか。このエネルギー自給率の解釈です。特に原子力について、どう

いうふうに解釈すればいいのか、教えていただけますか。 

〇司会 ありがとうございます。それではご回答を資源エネルギー庁のほうか

らお願いいたします。 

〇資源エネルギー庁（森本） ご質問ありがとうございます。ご指摘ありました

点、6ページ目をご覧をいただいて、すみません、大変小さい字で恐縮でござい

ます。四角の箱の中、上の四角の青い箱の中に原子力については準国産エネルギ
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ーという形で位置付けをさせていただいております。 

 それは、おっしゃるとおりで、ウランはやはり海外で基本的に採掘されて製錬

されて国内に燃料として持ってくるということでございますけれども、一度エ

ネルギーとして使い始めると、非常に長い期間使えるということでございまし

て、石炭、石油、ガスのように瞬時に基本的に使ってしまうということではない

ということでございまして、一定のエネルギーがすでに国内にあるということ

でございまして、そういった観点から準国産エネルギーとして位置付けられて

ございます。それ自身は、他の国際機関などでも、この自給率の中に組み込んで

いるという考えでございまして、そういったものに倣っているというところで

ございます。 

〇司会 ご質問、ご回答、ありがとうございます。それでは、他にご質問のある

方いらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。真ん中のブロックの中ほど

におかけになっていらっしゃいます方、先ほど手を挙げていただきました。それ

ではスタッフがマイクをお持ちいたしますので、マイクに向かってご発言をお

願いいたします。 

〇質問者 中電の説明の中にあった、40 ページのところ、使用済燃料を保管す

るというところの件についてですが、例えば原子力発電が実際に日本で行われ

るようになって 60年という時期があるんですが、その時から使用済燃料という

のは実はあったわけですよね、放射性物質として。それが 60年たってもいまだ

に保管場所が確定していないということが一つあるということと、一体、この地

下 300 メートル、東京タワーがすっぽり入ってしまうような深さのところに、

10 平方キロという、ここでいえば、ここから原発も含んだ大きな四方の範囲の

ものが 300 メートル地下にできて、そこにガラス固化体を入れるという計画と

書いてありますけども、これっていつできるんでしょうか。日本にできるもんな
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んでしょうか。それとも、世界にそういうものがもうあるんでしょうか。 

 この放射性物質を含んだごみが、今どんどんたまっているわけですから、実際

は日本の各地で放射能のごみに囲まれている現実があるわけです。すでに 60年

前からそれが蓄積されているわけですから。実際にこれから 2 号機を動かそう

という段になったときに、それはさらにたまっていくということの現実が起こ

ってくるわけですけど、その辺は住民の安全ということから考えて、何を基本に

してこれから動かそうと考えてらっしゃるんだろうかなと依然として私は疑問

です。 

〇司会 ありがとうございます。それでは、ご回答をお願いいたします。中国電

力のほうからご回答をお願いいたします。 

〇中国電力（北野） 使用済燃料の今後の扱いについての、具体的に処分場所も

決まっていないというご質問というふうに受け止めました。まず、使用済燃料は

有効活用するという意味で大体、燃焼しますと 3ないし 5％ぐらいが、核のごみ

と言われるものになります。残りは、95％ちょっとは有効利用できるもの。この

ごみを使用済燃料の再処理によって取り出して、ガラス固化体にする。こういっ

た工程は、世界でも行われておりますし、日本でも六ヶ所の再処理工場でまさに

これからやろうとしている行為でございます。また過去には東海村の原子力研

究所で実際に行われた行為でございます。 

 問題は、このごみをどこに捨てるかということが、過去いろいろ取り組んでま

いりましたが、まだ決まっていないということで、現在、北海道の寿都町と神恵

内村のほうで文献調査に関して始まっているというところでございます。 

 私どもとしては、当然、使用済燃料の発生者でございますので、責任をもって、

こういった取り組みについては責任をもって協力してまいりたいと思いますし、

核のごみは、実は日本で何カ所も要るというものではなくて、将来を見据えても、
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1 カ所でそういう設備でできる。これは先ほどウラン自体が少量で発電できる。

その反対側で、使用済燃料も処理をしてガラス固化体にして地下に埋蔵する場

合はそんなに複数個所要るわけではないということで、ごみとしても非常に少

ない。一般の産業廃棄物に比べると、相当数少ないものでございます。ただ、当

然放射線を出しますので、人間の世界から隔離したいということで 300 メート

ル、300メートルの工事自体は、いわゆる地下鉄工事もそのぐらいのレベルでや

ってますので、実現可能と思いますが、まずはその安全性についてしっかりと立

地箇所にご理解いただく必要ありますので、私ども、そういったところはしっか

り取り組んでまいりたいと思います。以上です。 

〇司会 ご質問、ご回答、ありがとうございます。それでは、手が挙がりました。

中央ブロックの中ほどにいらっしゃる方に、いま一度、お願いしたいと思います。

マイクに向かって、恐れ入りますがご発言をお願いいたします。お 1人さま 1回

につき 1問となっておりますので、ご協力をお願いいたします。 

〇質問者 関連して。ありがとうございました。答えを聞くと、さらに疑問が湧

くんですが、1 カ所だろうと 10 カ所だろうと放射性物質がそこにあるというこ

とが、私を含めたそこに生きている人たちの不安が増長するということは、実は

私は好きとか嫌いとかで言ってるんではなくて、原発が好きとか嫌いとかでは

なくて、そこに放射能がある、空気中にあるということが不安の要素であるとい

うことに思っているところです。1 カ所とか、例えば 300 メートル下のことで、

今おっしゃった計画というふうにおっしゃるんですけども計画では駄目なんで

す。もし計画ということをずっとおっしゃるんだったら止めてください。ごみを

出さないようにしてください。そうしないと生活の安全は脅かされっぱなしに

なります。正直にお答えになってください。住民に説明されるのであればお願い

します。 
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〇司会 それでは、ご回答お願いいたします。 

〇中国電力（北野） ご不安はごもっともだと思います。放射能に関しては、怖

いという思いが数多く思われていることは、私ども承知しております。従いまし

て、それに関してはきちんと安全に管理して、そしてこの管理のやり方、その辺

も含めてきちんと説明していくということが私どもの考え方でございます。 

 なお、放射性物質、これ以上増やすな、というのはありますが、これは現在も

使用済燃料たまっておりますので、このごみ処理は、原子炉の発電をしようがし

まいが、片付けなければいけない問題でございます。また、先ほど言ったとおり、

今回計画してるものは、将来の使用済燃料も含めて、高レベルですね、も含めて

の計画でございますので、これはしっかりと取り組んでまいりたいというふう

に考えております。以上です。 

〇司会 ご質問、ご回答、ありがとうございます。補足のご回答などございまし

たら、補足のご回答がございませんでしょうか。 

〇資源エネルギー庁（森本） 今の使用済燃料対策の件につきまして、補足でご

回答を差し上げるということでよろしいですか。 

〇司会 はい、それではよろしくお願いいたします。 

〇資源エネルギー庁（森本） 承知いたしました。ご指摘のとおりでございまし

て、この使用済燃料対策、これしっかり取り組んでいかなければならないという

ことが国の方針として明確でございます。一つは、しっかりと核燃料サイクル、

このプロセスをしっかり確立をするということで、先ほど少しご説明させてい

ただきましたけれども六ヶ所の再処理工場、また MOX燃料の工場ということで、

取り組みが今まさに進んでいるというところでございます。 

 もう一つ、高レベル放射性廃棄物の最終処分ということでございます。これ自

体、社会全体でしっかりと解決していかなければならない課題だというふうに
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認識をしてございます。今、文献調査ということで、北海道の 2自治体が文献調

査を開始してございます。全国のできるだけ多くのところで文献調査を受け入

れていただくなど、この最終処分に向けた課題が解決に向かうように国として

もしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。

そういった中で、少しでも皆さま方のご不安を和らげていくということができ

ればというふうに考えているところでございます。以上でございます。 

〇司会 ご質問、ご回答、ありがとうございます。他の方でご質問のある方いら

っしゃいましたら、挙手をお願いいたします。皆さま、ご質問がある方がいらっ

しゃいませんでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、このお時間の質疑応答を終了いたします。皆さ

ま、ご質問、ご意見、ありがとうございました。それでは、資源エネルギー庁、

中国電力からの説明を終了させていただきます。 

 以上をもちまして、島根原子力発電所に関する住民説明会を終了いたします。

本日はたくさんのご意見、ご質問をありがとうございました。 

 


